
証
言
拒
絶
権
と
裁
判
の
公
正

｜
｜
取
材
源
秘
匿
を
め
ぐ
る
展
開
の
日
米
比
較
か
ら
｜
｜

溜

箭

将

之

一

日
本
の
最
高
裁
平
成
一
八
年
決
定

二

比
較
対
象
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
の
ミ
ラ
ー
事
件

三

B
ra
n
zb
u
rg

判
決

四

B
ra
n
zb
u
rg

判
決
へ
の
解
釈
の
展
開
｜
｜
各
種
の
法
的
手
続
に
応
じ
て

五

シ
ー
ル
ド
法
の
展
開

六

一
九
九
〇
年
代
の
「
危
機
」
か
ら
ミ
ラ
ー
事
件
へ

七

改
め
て
比
較
法
の
試
み

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
日
本
の
最
高
裁
は
、
報
道
関
係
者
の
取
材
源
に
つ
い
て
の
証
言
拒
絶
を
認
め
る
決
定
を
下
し
た
。
ほ
ぼ
同
じ

頃
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
取
材
源
に
関
す
る
証
言
を
拒
絶
し
た
新
聞
記
者
が
裁
判
所
侮
辱
に
問
わ
れ
投
獄
さ
れ
る
、
と
い
う
事
件

が
世
間
の
注
目
を
浴
び
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
日
米
両
国
に
お
け
る
展
開
を
比
較
し
、
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
し
て
み
た
い
。

報
道
関
係
者
の
取
材
源
に
つ
い
て
の
証
言
拒
否
権
の
問
題
は
、「
言
論
の
自
由
と
い
う
価
値
と
裁
判
の
公
正
と
い
う
価
値
が
裸
の
ま
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ま
で
対
峙
す
る
」
場
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
が

1
）

あ
る
。
取
材
源
の
秘
匿
と
言
論
の
自
由
に
関
す
る
研
究
に
は
、
既
に
日
本
で
も
蓄
積
が
あ

2
）

る
が
、
本
稿
で
は
と
り
わ
け
「
裁
判
の
公
正
」
の
側
に
注
目
し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
裁
判
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
日
本
と
か
な

り
異
な
る
態
度
を
と
る
ア
メ
リ
カ
の
法
制
を
、
時
間
的
に
や
や
さ
か
の
ぼ
り
、
ま
た
社
会
的
背
景
に
も
目
を
配
り
つ
つ
観
察
す
る
。
ま

た
、
日
本
と
の
直
接
の
比
較
で
は
欠
落
し
が
ち
な
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
や
連
邦
制
も
視
野
に
入
れ
た
考
察
を
試
み
る
。
こ
う
い
っ
た
考
察

は
、
裁
判
の
公
正
と
い
う
価
値
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
の
権
力
機
構
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
視
角
を
提
供
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。「
裁
判
の
公
正
」
と
対
峙
す
る
言
論
の
自
由
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
で
、
言
論
の
も
つ
意
義
と
、
さ
ら
に
は
権
力
と
い

う
も
の
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
も
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

1
）

坂
田
宏
「
取
材
源
秘
匿
と
職
業
の
秘
密
に
基
づ
く
証
言
拒
絶
権
に
つ
い
て
｜
｜
い
わ
ゆ
る
比
較
衡
量
論
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
一
三
二
九
号
九
頁
（
二
〇
〇
七
）
一
七

頁
。

2
）

代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
佐
藤
幸
治
「
表
現
の
自
由
と
取
材
の
権
利
｜
｜
取
材
源
秘
匿
の
権
利
を
中
心
に
」
公
法
研
究
三
四
号
一
二
六
頁
（
一
九
七
二
）、
上
口
裕

『
刑
事
司
法
に
お
け
る
取
材
・
報
道
の
自
由
』（
一
九
八
九
）、
前
田
正
義
「
い
わ
ゆ
る
取
材
源
秘
匿
権
と
萎
縮
的
効
果
」
阪
大
法
学
五
三
巻
六
号
九
九
頁
（
二
〇
〇
四
）、

同
「
い
わ
ゆ
る
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
の
再
構
成
そ
し
て
拡
大
的
解
消
｜
｜
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
事
実
上
の
地
位
と
法
上
の
地
位
の
狭
間
で
｜
｜
」
海
保
大
研
究
報
告
五

〇
巻
二
号
一
八
〇
頁
（
二
〇
〇
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一

日
本
の
最
高
裁
平
成
一
八
年
決
定

日
本
の
民
事
訴
訟
法
は
、
証
言
義
務
（
一
九
〇
条
）
の
例
外
と
な
る
証
言
拒
絶
権
と
し
て
、
一
九
七
条
一
項
三
号
に
証
人
が
「
技
術

又
は
職
業
の
秘
密
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る
。

１

最
三
決
平
成
一
八
年
一
〇
月
三
日
裁
時
一
四
二
一
号
一
三
頁

平
成
一
八
年
決
定
は
、
ア
メ
リ
カ
で
合
衆
国
政
府
を
相
手
取
り
民
事
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
原
告
が
、
日
本
居
住
者
に
対
す
る
証
人
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尋
問
を
申
請
し
、
そ
れ
が
国
際
司
法
共
助
事
件
と
し
て
新
潟
地
方
裁
判
所
に
係
属
し
た
事
件
で
あ
る
。
原
告
は
基
本
事
件
で
、
合
衆
国

の
国
税
当
局
の
職
員
が
、
日
米
同
時
税
務
調
査
に
お
い
て
、
日
本
の
国
税
庁
の
税
務
官
に
対
し
、
日
本
の
報
道
機
関
に
違
法
に
情
報
を

漏
え
い
す
る
と
知
り
な
が
ら
情
報
を
開
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
国
税
庁
の
税
務
官
が
情
報
源
と
な
っ
た
報
道
が
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し

て
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
米
両
政
府
に
よ
る
原
告
へ
の
追
徴
課
税
を
報
じ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
に
対
し
証
人
尋
問

を
行
い
、
取
材
源
の
特
定
に
関
す
る
質
問
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
は
、
そ
れ
が
職
業
の
秘
密
に
当
た
る
と
し
て
証
言
を

拒
絶
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
取
材
源
の
秘
密
が
民
訴
法
一
九
七
条
一
項
三
号
に
い
う
職
業
の
秘
密
に
当
た
る
と
し
た
。
し
か
し
、
証
言
拒
絶
が
認
め

ら
れ
る
に
は
、
こ
の
職
業
の
秘
密
に
当
た
る
こ
と
に
加
え
、
当
該
秘
密
が
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
、「
秘

密
の
公
表
に
よ
っ
て
生
ず
る
不
利
益
と
証
言
の
拒
絶
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
る
真
実
発
見
及
び
裁
判
の
公
正
」
と
を
比
較
衡
量
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

当
該
取
材
源
の
秘
密
が
保
護
に
値
す
る
秘
密
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
①
当
該
報
道
の
内
容
、
性
質
、
そ
の
持
つ
社
会
的
な
意
義
・

価
値
、
②
当
該
取
材
の
態
様
、
③
将
来
に
お
け
る
同
種
の
取
材
活
動
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
不
利
益
の
内
容
、
程

度
等
と
、
④
当
該
民
事
事
件
の
内
容
、
性
質
、
そ
の
持
つ
社
会
的
な
意
義
・
価
値
、
⑤
当
該
民
事
事
件
に
お
い
て
当
該
証
言
を
必

要
と
す
る
程
度
、
代
替
証
拠
の
有
無
等
の
諸
事
情
を
比
較
衡
量
し
て
決
す
べ
き
こ
と
に

3
）

な
る
。

さ
ら
に
最
高
裁
は
、
こ
の
比
較
衡
量
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

①
当
該
報
道
が
公
共
の
利
益
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
②
そ
の
取
材
の
手
段
、
方
法
が
一
般
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
と
か
、
取
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材
源
と
な
っ
た
者
が
取
材
源
の
秘
密
の
開
示
を
承
諾
し
て
い
る
な
ど
の
事
情
が
な
く
、
し
か
も
、
③
当
該
民
事
事
件
が
社
会
的
意

義
や
影
響
の
あ
る
重
大
な
民
事
事
件
で
あ
る
た
め
、
当
該
取
材
源
の
秘
密
の
社
会
的
価
値
を
考
慮
し
て
も
な
お
公
正
な
裁
判
を
実

現
す
べ
き
必
要
性
が
高
く
、
そ
の
た
め
に
当
該
証
言
を
得
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
っ
た
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

に
は
、
当
該
取
材
源
の
秘
密
は
保
護
に
値
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
証
人
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
取
材
源
に
係
る
証
言
を
拒

絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

4
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
秘
密
と
し
て
保
護
す
べ
き
利
益
と
、
証
言
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
従
来
の

下
級
審

5
）

判
決
や
学
説
で
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
手
法
を
採
用
し
た
も
の
と
さ

6
）

れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
に
は
二
つ
の
疑
問
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
最
高
裁
は
比
較
衡
量
の
要
素
と
し
て
、
問
題
と

な
る
報
道
の
社
会
的
な
意
義
・
価
値
や
事
件
の
社
会
的
意
義
・
価
値
を
挙
げ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
社
会
的
意
義
・
価
値
と
は
い

か
に
し
て
測
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
証
拠
も
揃
わ
な
い
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
社
会
的
意
義
・
価
値
を
同

定
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
理
念
的
に
は
、
社
会
的
意
義
・
価
値
の
な
い
と
さ
れ
る
訴
え
の
当
事
者
が
証
言
を
得
ら
れ

な
い
の
は
、
な
ぜ
正
当
化
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
最
高
裁
は
取
材
態
様
が
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
か
否
か
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
と
の
関
係
で
、
刑
事
訴
訟
法
は
民
事
訴
訟

法
と
異
な
り
、「
技
術
又
は
職
業
に
関
す
る
秘
密
」
に
関
す
る
証
言
拒
絶
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
の
限
定
列
挙
に
照
ら
し
て
、

い
わ
ゆ
る
石
井
記
者
事
件
大
法
廷
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
が
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
報
道
関
係
者
の
取
材
源
に
関
す
る
証
言
拒
絶
権
を

否
定
し
た
こ
と
が
想
起
さ

7
）

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
民
事
と
刑
事
と
の
違
い
が
重
要
性
を
持
っ
て
く
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
重
要
性
の
差
が

い
か
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
公
正
な
裁
判
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
と
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
だ

ろ
う
。
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２

決
定
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
か
ら

平
成
一
八
年
決
定
に
対
す
る
学
説
の
反
応
に
は
、
最
高
裁
が
取
材
の
自
由
を
尊
重
し
、
取
材
源
の
秘
匿
を
原
則
と
し
て
認
め
る
姿
勢

を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
好
意
的
な
も
の
が

8
）

多
い
。
長
谷
部
教
授
も
、
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
を
「
基
本
的
に
は
、
報
道
の
自
由
を
支

え
る
公
共
の
利
益
を
勘
案
し
た
、
比
較
衡
量
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
も
の
」
と
し
て
自
然
な
論
理
の
筋
道
と
評
し
て

9
）

い
る
が
、
そ
の
評

釈
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

報
道
関
係
者
の
取
材
源
秘
匿
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
材
源
に
係
る
証
言
拒
絶

の
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
取
材
源
を
記
者
が
開
示
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
稀
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。
取
材
源
の
開
示
は
、
当
該
記
者
に
と
っ
て
は
そ
の
職
業
の
遂
行
を
極
め
て
困
難
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
記
者
と
し
て

の
基
本
的
な
倫
理
に
反
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
今
後
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
以
上
は
、
よ
ほ
ど
の
事

情
が
な
い
限
り
、
開
示
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
一
〇
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
嫌

で
取
材
源
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
報
道
関
係
者
が
い
る
と
は
、
余
り
予
想
し
な
い
方
が
賢
明
で
あ

10
）

ろ
う
。

こ
こ
に
も
疑
問
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
者
は
本
当
に
取
材
源
を
開
示
し
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
牢
屋
に
入
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
公
法
上
の
義
務
で
あ
る
証
言
義
務
へ
の
違
反
に
対
し
、
法
律
家
は
軽
い
罰
則

を
科
す
の
み
で
、
指
を
く
わ
え
て
見
て
い
る
し
か
な
い
、
と
い
う
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の

軽
や
か
な
論
評
が
一
蹴
す
る
「
公
正
な
裁
判
」
の
利
益
に
、
改
め
て
光
を
当
て
よ
う
と
試
み
る
。

3
）

丸
数
字
は
筆
者
溜
箭
の
挿
入
に
よ
る
。

4
）

同
様
に
、
丸
数
字
は
筆
者
溜
箭
の
挿
入
に
よ
る
。

5
）

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
札
幌
高
決
昭
和
五
四
・
八
・
三
一
下
民
集
三
〇
巻
五
〜
八
号
四
〇
三
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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6
）

田
邊
誠
「
証
言
拒
絶
事
由
⑵
新
聞
記
者
の
取
材
源
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
三
版
・
二
〇
〇
三
）
一
五
八
頁
。

7
）

最
大
判
昭
和
二
七
・
八
・
六
刑
集
六
巻
八
号
九
七
四
頁
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
最
高
裁
が
取
材
の
自
由
に
つ
い
て
考
え
方
を
転
換
し
た
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
博
多
駅

事
件
大
法
廷
判
決
（
最
大
決
昭
和
四
四
・
一
一
・
二
六
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
）
に
先
立
つ
判
決
で
あ
る
。
鈴
木
秀
美
「
取
材
源
の
秘
匿
と
表
現
の
自
由
（
石

井
記
者
事
件
判
批
）」
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
五
版
・
二
〇
〇
七
）
一
五
七
頁
参
照
。

8
）

好
意
的
な
判
例
評
釈
と
し
て
、
松
井
茂
記
・
法
教
三
一
九
号
三
二
頁
、
鈴
木
秀
美
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
六
（
法
教
三
一
八
号
）
八
頁
、
曽
我
部
真
裕
・
平
成
一

八
年
重
判
解
（
ジ
ュ
リ
一
三
三
二
号
）
二
〇
頁
、
右
崎
正
博
・
法
時
七
九
巻
五
号
一
頁
、
飯
田
稔
・
亜
法
四
一
巻
二
号
一
五
一
頁
（
い
ず
れ
も
二
〇
〇
七
）。
問
題
点
を

指
摘
し
つ
つ
も
基
本
的
に
は
比
較
衡
量
の
枠
組
み
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
安
達
栄
司
・
ひ
ろ
ば
六
〇
巻
七
号
五
七
頁
、
青
柳
幸
一
・
同
六
〇
巻
五
号
七
一
頁
、
駒
村

圭
吾
・
判
時
一
九
七
八
号
一
八
七
頁
（
い
ず
れ
も
二
〇
〇
七
）。
比
較
衡
量
に
批
判
的
な
評
釈
も
、
む
し
ろ
比
較
衡
量
の
予
見
可
能
性
が
低
く
、
秘
密
の
保
護
が
不
十
分

で
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
松
本
博
之
・
平
成
一
八
年
重
判
解
（
ジ
ュ
リ
一
三
三
二
号
）
一
二
九
頁
（
二
〇
〇
七
）、
川
嶋
四
郎
・
法
セ
五
一
巻
一
二
号
一
〇
六
頁
（
二

〇
〇
六
）。

9
）

長
谷
部
恭
男
「
取
材
源
秘
匿
と
公
正
な
裁
判
｜
｜
憲
法
の
視
点
か
ら
」
ジ
ュ
リ
一
三
二
九
号
二
頁
（
二
〇
〇
七
）
五
頁
。

10
）

同
八
頁
。二

比
較
対
象
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
の
ミ
ラ
ー
事
件

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
プ
レ
ー
ム
と
い
う
女
性
が
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
だ
と
報
じ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
政
府

の
機
密
漏
洩
に
関
す
る
連
邦
法
違
反
で
大
陪
審
に
よ
る
捜
査
が
行
わ

11
）

れ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
社
の
記
者
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ミ

ラ
ー
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
プ
レ
ー
ム
に
つ
い
て
記
事
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
取
材
の
過
程
で
政
府
高
官
か
ら
こ
の
情
報
を

得
て
い
た
と
さ
れ
た
。
こ
の
情
報
漏
洩
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
よ
る
イ
ラ
ク
戦
争
の
根
拠
と
な
っ
た
、
核
兵
器
開
発
を
も
く
ろ
む
と
さ

れ
る
イ
ラ
ク
政
府
の
ニ
ジ
ェ
ー
ル
か
ら
の
核
物
質
入
手
疑
惑
に
絡
む
も
の
だ
っ
た
。
ニ
ジ
ェ
ー
ル
に
派
遣
さ
れ
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ウ
ィ
ル

ソ
ン
大
使
は
、
調
査
に
よ
り
疑
惑
を
裏
付
け
る
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
報
告
し
た
が
、
こ
れ
を
無
視
し
て
大
統
領
に
よ
る
一
般
教

書
演
説
が
な
さ
れ
た
と
す
る
手
記
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
に
投
稿
し
た
。
そ
の
後
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
使
の
妻
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・

プ
レ
ー
ム
が
Ｃ
Ｉ
Ａ
工
作
員
だ
と
す
る
情
報
が
リ
ー
ク
さ
れ
、
こ
れ
が
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
高
官
に
よ
る
報
復
を
動
機
と
し
た
機
密
漏
え
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い
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
四
年
八
月
九
日
、
ミ
ラ
ー
に
対
し
召
喚
状
が
発
せ
ら
れ
、
大
陪
審
の
前
で
取
材
源
に
つ
い
て
証
言
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。

ミ
ラ
ー
は
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
主
張
し
て
証
言
を
拒
ん
だ
た
め
、
大
陪
審
の
係
属
す
る
Ｄ
Ｃ
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
裁

判
所
侮
辱
に
よ
り
ミ
ラ
ー
の
投
獄
を
命
じ
た
。

ミ
ラ
ー
は
上
訴
し
て
こ
れ
を
争
っ
た
が
、
Ｄ
Ｃ
巡
回
区
上
訴
裁
判
所
は
、
ミ
ラ
ー
の
証
言
拒
絶
権
を
否
定
し
た
。
連
邦
最
高
裁
が
こ

の
判
決
の
上
訴
を
受
け
付
け
な
い
こ
と
を
決
め
た
数
日
後
の
二
〇
〇
五
年
七
月
六
日
、
ミ
ラ
ー
は
連
邦
政
府
の
刑
務
所
に
収
監
さ
れ

た
。
ミ
ラ
ー
は
、
取
材
源
か
ら
の
証
言
の
許
可
を
得
た
と
し
て
証
言
に
同
意
し
、
二
〇
〇
五
年
九
月
二
九
日
に
釈
放
さ
れ
る
ま
で
の
八

五
日
間
、
牢
に
留
ま
っ
た
。

１

In
 
re Ju

d
ith M

iller,
397

F
.
3d

964
(D
.C
.
C
ir.
2005)

ミ
ラ
ー
記
者
の
証
言
拒
絶
権
を
否
定
し
た
Ｄ
Ｃ
巡
回
区
上
訴
裁
判
所
の
判
断
は
、
全
裁
判
官
の
一
致
だ
っ
た
。
こ
れ
は
本
件
が
二
つ

の
意
味
で
イ
ー
ジ
ー
・
ケ
ー
ス
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、
事
案
が
大
陪
審
に
対
す
る
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
を
否
定

し
た
連
邦
最
高
裁
判
決B
ra
n
zb
u
rg
 
v
.

12
）

H
a
y
es

と
全
く
同
じ
で
、
こ
の
先
例
と
区
別
す
る
よ
う
な
重
要
な
事
実
の
違
い
が
見
出
せ

13
）

な
い
。
第
二
に
、
仮
にB

ra
n
zb
u
rg

事
件
で
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
法
理
に
基
づ
き
、
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
一
般
論
と

し
て
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
な
お
具
体
的
事
情
に
照
ら
せ
ば
証
言
拒
絶
を
認
め
る
余
地
は

14
）

な
い
。

三
人
の
裁
判
官
は
、
本
件
が
先
例
と
の
関
係
上
、
表
現
の
自
由
を
定
め
た
第
一
修
正
に
基
づ
く
証
言
拒
絶
権
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

で
一
致
し
た
。
し
か
し
判
決
に
は
、
三
裁
判
官
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
に
同
意
意
見
を
付
し
て
い
る
。
各
裁
判
官
の
見
解
が
分
か
れ
た
の

は
、
判
例
法
（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
）
上
の
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
か
否
か
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
連
邦
証
拠
法
が
、「
証
人
…
…

の
証
言
拒
絶
権
は
、
連
邦
裁
判
所
が
見
識
と
経
験
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
理
念
に
よ
っ
て
定
め
ら
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15
）

れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。S

en
telle

裁
判
官
は
、
こ
の
規
定
の
も
と
で
も
、
判
例
法
と
し
て
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶

権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

16
）

し
た
の
に
対
し
、T

a
tel

裁
判
官
は
、
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
の
存
在
を
肯
定
す
る
立
場
を
と

17
）

っ
た
。
た
だ
し
そ
のT

a
tel

裁
判
官
も
、
本
件
の
具
体
的
事
案
に
関
し
て
は
拒
絶
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
し
てH

en
d
erso

n

裁
判
官

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
争
点
に
つ
い
て
の
抽
象
的
判
断
が
ど
う
で
あ
れ
、
本
件
で
は
証
言
拒
絶
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
こ
の
争
点

に
踏
み
込
む
必
要
性
は
な
い
、
と
の
立
場
を
と

18
）

っ
た
。

一
般
論
と
し
て
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
認
め
るT
a
tel

裁
判
官
は
、
証
言
を
求
め
る
当
事
者
に
と
っ
て
の
証
拠
の
必
要
性

と
、
当
該
当
事
者
が
他
の
情
報
源
か
ら
情
報
を
得
る
努
力
を
尽
く
し
た
こ
と
、
の
二
点
が
、
具
体
的
に
証
言
拒
絶
を
認
め
る
中
心
的
要

件
だ
と
認
め
た
。
し
か
しT

a
tel

裁
判
官
は
さ
ら
に
、
証
言
を
強
制
す
る
こ
と
の
利
益
と
し
て
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
、

こ
れ
に
対
し
、
取
材
に
よ
る
利
益
と
し
て
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
の
価
値
を
と
り
、
両
者
を
比
較
衡
量
す
べ
き
だ
と
論

19
）

じ
た
。
こ
れ
は
、
平
成
一
八
年
決
定
と
よ
く
似
た
利
益
衡
量
枠
組
み
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、H

en
d
erso

n

裁
判
官

か
ら
、
比
較
の
有
用
性
を
疑
問
視
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
と
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
情
報
の
価
値
と
は
、
い
ず
れ
も
対
象
と
な
る
情
報
の
重
要
性
と
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
検
察
が
訴
追
し
よ
う

と
す
る
特
定
の
犯
罪
の
重
要
性
に
つ
い
て
裁
判
官
が
判
断
を
下
す
こ
と
に
も
、
危
険
性
が
伴
う
。
他
方
で
、
裁
判
官
が
取
材
行
為
の
社

会
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
も
、
言
論
の
価
値
判
断
は
政
府
で
は
な
く
発
話
者
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
表
現
の
自
由
の

理
念
に
抵
触
す
る
恐
れ
が

20
）

伴
う
。

連
邦
最
高
裁
は
上
訴
の
申
し
立
て
を
退
け
、
ミ
ラ
ー
記
者
は
裁
判
所
侮
辱
が
確
定
し
、
連
邦
の
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
。

２

比
較
の
試
み

こ
の
段
階
で
、
日
本
の
平
成
一
八
年
決
定
と
同
年
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ミ
ラ
ー
事
件
を
比
較
し
て
み
る
。
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二
つ
の
事
件
に
は
、
事
実
関
係
の
面
で
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
事
件
の
中
心
が
、
公
権
力
か
ら
の
報
道
機
関

へ
の
リ
ー
ク
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
事
件
で
も
、
誰
が
公
権
力
側
で
リ
ー
ク
を
し
た
か
が
原
告
な
い
し
訴
追
側
の
主
張
の
重
要

な
要
素
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
争
点
そ
の
も
の
が
不
当
な
秘
密
開
示
と
関
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
原
告
な
い
し
訴
追
側
の
主
張
が

正
し
け
れ
ば
、
報
道
関
係
者
自
身
が
公
務
員
の
守
秘
義
務
違
反
の
相
手
方
当
事
者
と
な
っ
て

21
）

い
た
。

し
か
し
、
相
違
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ミ
ラ
ー
事
件
の
基
本
事
件
は
刑
事
手
続
だ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成
一
八
年
決
定
の
基
本
事

件
は
民
事
手
続
だ
っ
た
。
ミ
ラ
ー
事
件
で
は
大
陪
審
が
捜
査
段
階
に
あ
り
、
他
方
平
成
一
八
年
決
定
で
は
米
国
の
民
事
訴
訟
が
デ
ィ
ス

カ
バ
リ
ー
の
段
階
に
あ
り
、
日
本
の
裁
判
所
は
司
法
共
助
に
よ
り
証
人
尋
問
の
嘱
託
を
受
け
て
い
た
。

そ
し
て
何
よ
り
も
結
論
が
違
っ
た
。
ミ
ラ
ー
事
件
で
は
記
者
の
証
言
拒
絶
の
主
張
が
退
け
ら
れ
た
の
に
対
し
、
平
成
一
八
年
決
定
で

は
証
言
拒
絶
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
ミ
ラ
ー
事
件
は
、
政
治
的
意
味
合
い
の
大
き
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
的
に
は
判
例
の
確
立
し

た
イ
ー
ジ
ー
・
ケ
ー
ス
だ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成
一
八
年
決
定
は
、
民
事
事
件
に
お
け
る
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
に
関
し
て
、
最

高
裁
と
し
て
初
め
て
判
示
し
た
事
件
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
日
本
で
は
裁
判
例
及
び
学
説
の
蓄
積
も
限
ら
れ
て
い
た
と
さ

22
）

れ
る
。

証
人
の
証
言
拒
絶
へ
の
制
裁
も
大
き
く
異
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
裁
判
所
侮
辱
に
よ
り
罰
金
と
投
獄
の
制
裁
が
あ
り
、
実
際
に
ミ
ラ

ー
記
者
は
八
五
日
も
の
間
獄
中
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
長
谷
部
教
授
の
指
摘
す
る
と
お
り
大
し
た
制
裁
は
用
意
さ
れ
て

い
な
い
。

事
件
レ
ベ
ル
の
異
同
の
背
後
に
は
、
日
米
の
制
度
的
差
異
が
控
え
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
陪
審
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
日
本
で

は
基
本
的
に
専
門
職
業
裁
判
官
に
よ
り
裁
判
が
行
わ
れ
る
。
陪
審
の
存
在
と
関
連
し
て
、
英
米
法
で
は
、
民
事
と
刑
事
に
共
通
の
証
拠

法
が
判
例
を
中
心
に
発
展
し
て

23
）

き
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、
証
拠
法
の
発
展
が
相
対
的
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
民
事
と
刑

事
と
の
峻
別
が
顕
著
だ
と
い
う
特
徴
も

24
）

あ
る
。

さ
ら
に
、
日
米
で
は
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟
の
考
え
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
日
本
で
は
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
真
実
発
見
が
強
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調
さ
れ
る
反
面
、
民
事
訴
訟
で
は
秘
密
の
保
護
が
重
視
さ
れ
、
真
実
発
見
は
も
と
も
と
犠
牲
に
な
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が

25
）

あ
る
。
ア
メ

リ
カ
で
は
こ
れ
と
正
反
対
に
、
民
事
訴
訟
の
当
事
者
は
紛
争
と
関
わ
る
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
刑
事
訴
訟

の
当
事
者
に
許
さ
れ
た
情
報
収
集
の
範
囲
を
は
る
か
に
上

26
）

回
る
。

象
徴
的
な
例
が
営
業
秘
密
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
あ
る
。
日
本
の
民
事
訴
訟
法
は
、「
技
術
ま
た
は
職
業
の
秘
密
に
関
す
る
事
項
」
に

つ
い
て
証
人
の
証
言
拒
絶
権
を
認
め
（
一
九
七
号
一
項

27
）

三
号
）、
ま
た
証
言
が
配
偶
者
や
近
い
親
族
・
姻
族
の
「
名
誉
を
害
す
べ
き
事

項
」
に
関
わ
る
場
合
に
も
証
言
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（
一
九
六
条
）。
こ
れ
に
対
し
刑
事
訴
訟
法
で
は
こ
れ
に
相
当
す

る
証
言
拒
絶
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
一
四
七
条
、
一
四
九
条
）。

他
方
ア
メ
リ
カ
で
は
、
民
事
訴
訟
の
当
事
者
に
広
範
な
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
営
業
秘
密
を
理
由
と
し
た
証
言
拒

絶
権
は
、
証
言
拒
絶
の
諸
類
型
の
中
で
も
変
則
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て

28
）

き
た
。
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
、
多
く
の
州
で
制
定
法
に
よ

り
営
業
秘
密
に
よ
る
証
言
拒
絶
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
営
業
秘
密
の
開
示
が
当
事
者
の
主
張
立
証
に
必
要
と
さ
れ
た
場
合

に
は
、
一
般
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

29
）

な
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
配
偶
者
間
の
証
言
拒
絶
権
が
民
事
・
刑

事
を
問
わ
ず
に
認
め
ら
れ
る
が
、
民
事
訴
訟
で
は
秘
密
の
会
話
に
限
っ
て
証
言
拒
絶
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
刑
事
訴
訟
で
は
配
偶

者
の
不
利
に
な
る
場
合
に
は
証
言
を
拒
絶
で
き
る
な
ど
、
刑
事
事
件
で
手
厚
い
秘
密
の
保
護
が
み
ら

30
）

れ
る
。
さ
ら
に
刑
事
訴
訟
で
は
、

連
邦
憲
法
第
四
修
正
の
も
と
、
刑
事
被
告
人
の
権
利
保
護
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
中
核
に
発
展
し
、
膨
大
な
法
体
系
を
形
成
し
て

31
）

い
る
。

本
稿
で
は
、
平
成
一
八
年
決
定
と
ミ
ラ
ー
事
件
の
違
い
か
ら
そ
の
背
後
に
あ
る
制
度
的
違
い
ま
で
を
、
日
米
両
国
の
裁
判
の
と
ら
え

方
と
い
う
角
度
か
ら
比
較
し
検
討
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
違
い
は
、
証
言
拒
絶
の
問
題
に
お
け
る
「
裁
判
の
公
正
」
と
い
う
価
値
に

光
を
当
て
る
と
と
も
に
、
表
現
の
自
由
や
知
る
権
利
の
価
値
、
さ
ら
に
裁
判
所
の
権
力
を
い
か
に
観
念
す
る
か
と
い
う
大
き
な
問
題
に

も
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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日
米
の
比
較
と
い
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
の
白
熱
し
た
状
況
と
日
本
の
沈
黙
と
は
、
あ
ま
り
に
対
照
的
で
あ
る
。
以
下
三
〜
六

で
は
、
も
っ
ぱ
ら
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
や
学
説
の
展
開
を
見
る
。
最
後
に
七
に
お
い
て
、
日
本
の
状
況
を
そ
の
沈
黙
の
も
つ
意
味

を
含
め
て
比
較
法
的
に
分
析
す
る
。

11
）

司
法
省
は
パ
ト
リ
ッ
ク
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
を
特
別
検
察
官
に
任
命
し
、
情
報
機
関
身
元
保
護
法
（In

tellig
en
ce Id

en
tity P

ro
tectio

n A
ct o

f
1982,

50

U
.S
.C
.
421

）
違
反
の
容
疑
で
大
陪
審
に
よ
る
捜
査
が
開
始
さ
れ
た
。

12
）

408
U
.S
.
665

(1972).

13
）

In
 
re Ju

d
ith M

iller,
397

F
. 3d

964,
970

(D
.C
.
C
ir.

2005).

14
）

Id
.
a
t
972-73.

15
）

F
E
D
 R
.
E
V
ID
.
501.

こ
の
文
言
自
体
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
法
に
起
源
を
も
つ
。W

o
lfle v

.
U
n
ited S

ta
tes,

291
U
.S
.
7,
12
(1934).

連
邦
証
拠
法
に
つ
い

て
、
後
掲
注
50

54
及
び
対
応
す
る
本
文
参
照
。

16
）

In
 
re Ju

d
ith M

iller,
397

F
. 3d
,
a
t
976

(S
en
telle,

J.,
co
n
cu
rrin

g
).

17
）

Id
.
a
t
991-95

(T
a
tel,

J.,
co
n
cu
rrin

g
).

18
）

Id
.
a
t
982-83

(H
en
d
erso

n
,
J.,
co
n
cu
rrin

g
).

19
）

Id
.
a
t
997-98

(T
a
tel,

J.,
co
n
cu
rrin

g
).

20
）

Id
.
a
t
984-86

(H
en
d
erso

n
,
J.,
co
n
cu
rrin

g
).

21
）

平
成
一
八
年
決
定
と
基
本
事
件
を
同
じ
く
し
、
読
売
新
聞
社
の
記
者
に
よ
る
証
言
拒
絶
権
が
問
題
と
な
っ
た
東
京
地
決
平
成
一
八
・
三
・
一
四
判
時
一
九
二
六
号
四

二
頁
参
照
。
こ
の
決
定
で
東
京
地
裁
は
「
刑
罰
法
令
違
反
行
為
を
犯
し
た
こ
と
が
強
く
疑
わ
れ
る
取
材
源
に
つ
い
て
の
証
言
拒
絶
を
適
法
と
認
め
る
こ
と
は
、
間
接
的
に

犯
罪
行
為
の
隠
蔽
に
加
担
し
、
こ
れ
を
奨
励
す
る
に
等
し
い
行
為
で
あ
っ
て
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
す
る
証
言
拒
絶
権
を
こ
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
る
こ
と
は
到
底
許
さ

れ
な
い
」
と
し
て
、
証
言
拒
絶
を
否
定
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
決
定
は
上
訴
審
で
あ
る
東
京
高
決
平
成
一
八
・
六
・
一
四
判
時
一
九
三
九
号
二
八
頁
で
覆
さ
れ
た
。

22
）

春
日
偉
知
郎
「
証
言
拒
絶
権
」
竹
下
守
夫
編
集
代
表
『
講
座
・
新
民
事
訴
訟
法
⑵
』
一
二
三
頁
（
一
九
九
九
）
一
五
七
頁
、
小
林
秀
之
『
新
証
拠
法
』（
第
二
版
・

二
〇
〇
三
）
一
一
九
頁
参
照
。

23
）

浅
香
吉
幹
『
ア
メ
リ
カ
民
事
手
続
法
』（
二
〇
〇
〇
）
一
一
九
頁
、
田
中
和
夫
『
新
版
証
拠
法
』（
一
九
五
九
）
七

九
頁
参
照
。

24
）

田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
』（
新
版
・
一
九
九
六
）
八
二
三

二
四
頁
。

25
）

松
本
博
之

上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法
』（
第
四
版
補
正
版
・
二
〇
〇
六
）
四
〇
三
頁
、
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義

民
事
訴
訟
法
・
下
』（
補
訂
版
・
二
〇
〇
六
）
二

六
頁
注
（
1
）
参
照
。
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26
）

R
A
N
D
O
L
P
H
 N
.
J
O
N
A
K
A
IT
,
T
H
E
 A

M
E
R
IC
A
N
 J
U
R
Y
 S
Y
S
T
E
M
, 10

(2003).

こ
れ
は
、
日
米
の
比
較
に
留
ま
ら
ず
、
大
陸
法
系
と
大
陸
法
系
の
差
異
に
よ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。M

IR
JA
N
 R
.
D
A
M
A
S
K
A
,
E
V
ID
E
N
C
E
 L

A
W
 A

D
R
IF
T
,
116-17

(1997).

27
）

た
だ
し
、
民
事
訴
訟
法
で
い
う
「
技
術
又
は
職
業
の
秘
密
」
は
、
技
術
自
体
が
財
産
的
価
値
を
有
し
な
く
て
も
よ
い
な
ど
、「
秘
密
管
理
」「
有
用
性
」「
非
公
知
性
」

を
要
件
と
す
る
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
四
号
で
保
護
さ
れ
る
営
業
秘
密
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
』（
第
三
版
補
訂
版
・
二
〇
〇
五
）
三
五

〇
頁
。

28
）

営
業
秘
密
に
よ
る
証
言
拒
絶
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
証
拠
法
上
の
特
権p

riv
ileg

e

で
は
な
く
、
衡
平
（
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
）
の
観
点
か
ら
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
認
め

ら
れ
て
き
た
。26

C
H
A
R
L
E
S
 A

L
A
N
 W

R
IG
H
T
&
K
E
N
N
E
T
H
 W

.
G
R
A
H
A
M
,
J
R
.,
F
E
D
E
R
A
L
 P

R
A
C
T
IC
E
 
A
N
D
 P

R
O
C
E
D
U
R
E

5641,
a
t
288

(3d ed
.
1980).

ア
メ
リ

カ
の
代
表
的
な
証
拠
法
の
体
系
書
で
も
、
営
業
秘
密
を
証
言
拒
絶
権
と
し
て
取
り
上
げ
な
い
も
の
も
あ
る
。S

ee,
e.g.,

1
M

C C
O
R
M
IC
K
 
O
N
 E

V
ID
E
N
C
E ,
T
itles

5
&
6

(K
en
n
eth S

.
B
ro
u
n ed

.
6th ed

.
2006).

29
）

S
ee
,
U
N
IF .
R
.
E
V
ID
.
507

(1999).

連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
営
業
秘
密
の
保
護
を
認
め
る
証
拠
規
則
が
提
案
さ
れ
た
も
の
の
、
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
。

現
在
判
例
法
に
よ
り
限
定
的
な
保
護
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。S
ee
,
F
ed
era

l O
p
en M

a
rk
et C

o
m
m
.
v
.
M
errill,

443
U
.S
.
340,

362
(1979).

連
邦
民
事
訴
訟
規
則

は
、
営
業
秘
密
の
開
示
が
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
裁
判
所
に
開
示
を
禁
じ
た
り
、
開
示
の
方
法
を
限
定
し
た
り
す
る
な
ど
の
命
令
を
下
す
裁
量
を
与
え
て
い
る
。F

E
D
.

R
.
C
IV
.
P
.
26
(c )(7).

30
）

S
ee
,
U
N
IF .
R
.
E
V
ID
.
504

(1999).

31
）

S
ee
,
S
im
o
n H

.
R
ifk
in
d
,
A
re
 
W
e A

skin
g T

oo
 
M
u
ch of O

u
r C

ou
rts?

,
70
F
.R
.D
.
96,

107
(1976)

（「
民
事
訴
訟
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
を
外
国
人

が
見
た
ら
、
こ
の
国
に
第
四
修
正
に
よ
る
庇
護
の
も
と
壮
麗
な
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
伝
統
が
あ
る
と
は
、
夢
に
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。」）.

三

B
ra
n
zb
u
rg

判
決

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
の
現
状
を
分
析
す
る
た
め
、
ミ
ラ
ー
事
件
で
先
例
と
な
っ
た
一
九
七

二
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決B

ra
n
zb
u
rg
 
v
.
H
a
y
s

に
ま
で

32
）

遡
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
判
決
以
前
か
ら
も
、
報
道
関
係
者
に
よ
る
取

材
源
秘
匿
の
主
張
は
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
初
め
て
表
現
の
自
由
の
問
題
と
し
て
裁
判
所
に
登
場
し
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ

33
）

っ
た
。
そ
れ
か
ら
十
余
年
、
報
道
関
係
者
は
繰
り
返
し
表
現
の
自
由
に
託
し
て
取
材
源
の
秘
匿
を
主
張
し
て
き

た
が
、
裁
判
所
は
一
貫
し
て
冷
た
い
態
度
を
取
り
続
け
た
。

こ
う
し
た
中
、
連
邦
第
九
巡
回
区
上
訴
裁
判
所
は
一
九
七
〇
年
に
画
期
的
な
判
決
を
下
し
、
報
道
関
係
者
に
よ
る
取
材
源
の
秘
匿
を
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初
め
て
認

34
）

め
た
。
当
時
勢
力
を
も
ち
つ
つ
あ
っ
た
黒
人
民
族
主
義
勢
力
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ン
サ
ー
の
活
動
に
対
し
、
大
陪
審
が
捜
査
を
開

始
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
のE

a
rl C

a
ld
w
ell

記
者
に
対
し
取
材
源
を
含
む
事
項
に
関
す
る
証
言
を
求
め
た
。
し
か
し
第

九
巡
回
区
は
、C

a
ld
w
ell

記
者
に
証
言
を
強
制
す
る
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
必
要
性co

m
p
ellin

g n
eed

」
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し

て
、
記
者
に
対
す
る
召
喚
状
を
無
効
と
し
た
。

１

B
ra
n
zb
u
rg v

.
H
a
y
es,

408
U
.S
.
665

(1972)

連
邦
最
高
裁
は
し
か
し
、
五
対
四
で
第
九
巡
回
区
の
判
決
を
覆
し
た
。

法
廷
意
見
を
著
し
た
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
は
、
第
一
修
正
に
基
づ
く
証
言
拒
絶
権
を
主
張
す
る
新
聞
記
者
ら
の
主
張
を
退
け
る
に
あ
た

り
、
秘
密
裏
に
得
ら
れ
た
情
報
を
大
陪
審
に
開
示
し
な
い
、
と
い
う
一
般
市
民
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
特
権
を
記
者
に
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
と

35
）

し
た
。
そ
し
て
、
証
言
拒
絶
権
は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
り
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
、
市
民
は
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
証

拠
を
得
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
（th
e p

u
b
lic h

a
s a rig

h
t to ev

ery m
a
n
’s ev

id
en
ce

）
こ
と
を
強
調

36
）

し
た
。
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
大

陪
審
の
地
位
、
刑
事
事
件
の
重
要
性
に
照
ら
す
と
、
報
道
へ
の
負
担
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益co

m
p
ellin

g
 
in
terest

の
判

断
基
準
に
照
ら
し
て
正
当
化
さ
れ
る
、
と

37
）

い
う
。

こ
の
判
断
の
背
後
に
は
、
証
言
拒
絶
が
認
め
ら
れ
な
い
と
取
材
活
動
が
妨
げ
ら
れ
、
市
民
に
い
き
わ
た
る
情
報
が
減
っ
て
し
ま
う
と

い
う
主
張
が
、
根
拠
薄
弱
で
推
測
に
過
ぎ
な
い
と
の
認
識
が

38
）

あ
る
。
た
だ
し
法
廷
意
見
も
、
大
陪
審
に
よ
る
捜
査
が
嫌
が
ら
せ
な
ど
正

当
な
目
的
に
反
し
て
な
さ
れ
た
な
ど
の
限
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
修
正
上
何
ら
か
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
余
地
を
認

39
）

め
た
。

法
廷
意
見
に
同
意
意
見
を
付
し
た
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
、
記
者
に
対
し
て
第
一
修
正
上
の
保
護
が
及
ば
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
し

て
、
事
件
ご
と
の
個
別
の
事
実
に
照
ら
し
て
、
報
道
の
自
由
と
す
べ
て
の
市
民
が
証
言
義
務
を
負
う
こ
と
と
を
衡
量
す
べ
き
だ
、
と
述

40
）

べ
た
。
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こ
れ
に
対
し
、
四
人
の
裁
判
官
が
反
対
し
た
。
三
人
の
裁
判
官
を
代
表
し
た
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
裁
判
官
は
、
報
道
関
係
者
に
対
し
て

は
、
第
一
修
正
を
根
拠
に
条
件
付
き
の
証
言
拒
絶
権
を
与
え
る
べ
き
だ
と
し
た
。
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
裁
判
官
は
、
情
報
源
の
存
在
は
報
道

関
係
者
に
よ
る
取
材
、
さ
ら
に
は
一
般
市
民
へ
の
自
由
な
情
報
の
流
通
の
た
め
に
必
要
な
も
の
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
匿
名
性
が
こ
う

い
っ
た
情
報
源
の
確
保
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
情
報
源
の
秘
密
が
開
示
さ
れ
る
と
、
取
材
源
は
情
報
提
供
に

二
の
足
を
踏
み
、
記
者
も
ニ
ュ
ー
ス
を
報
道
し
に
く
く
な
る
、
と
述

41
）

べ
た
。

そ
し
て
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
裁
判
官
は
、
司
法
運
営
に
関
す
る
公
的
な
利
益
と
、
自
由
な
情
報
の
流
通
と
い
う
憲
法
上
の
保
護
と
を
衡
量

す
べ
き
だ
と
し
て
、
具
体
的
な
判
断
基
準
と
し
て
、
政
府
に
次
の
三
点
の
証
明
責
任
を
負
わ
せ
る
枠
組
み
を
提
示
し
た
。
①
記
者
が
具

体
的
な
違
法
行
為
に
明
ら
か
に
関
連
す
る
情
報
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
、
②
第
一
修
正
を
損
な
う
程
度
が
よ

り
低
い
手
段
で
は
当
該
情
報
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
③
情
報
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
優
先
的
なco

m
p
ellin

g
 
a
n
d
 
o
v
errid

in
g

利
益
が

あ
る
こ
と
、
で

42
）

あ
る
。

も
う
一
人
反
対
意
見
を
著
し
た
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
は
、
第
一
修
正
の
も
と
で
は
、
記
者
に
は
証
言
拒
絶
義
務
か
ら
の
完
全
な
免
責
が

認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
述

43
）

べ
た
。

２

B
ra
n
zb
u
rg

判
決
の
時
代
背
景

B
ra
n
zb
u
rg

事
件
か
ら
は
、
一
九
六
八
年
に
キ
ン
グ
牧
師
が
暗
殺
さ
れ
、
急
進
的
な
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ン
サ
ー
と
政
府
と
が
対
立
す

る
中
で
、
メ
デ
ィ
ア
も
政
府
に
対
し
厳
し
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
社
会
状
況
が
見
て
取
れ
る
。
一
九
七
〇
年
代
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
府
が
巨
大
化
し
、
さ
ら
に
そ
の
腐
敗
が
明
る
み
に
な
っ
た
時
代
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
権
力

と
の
対
立
姿
勢
を
強
め
て
い

44
）

っ
た
。

B
ra
n
zb
u
rg

事
件
の
判
決
が
下
さ
れ
た
一
九
七
二
年
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
に
あ
る
民
主
党
事
務
所
へ
の
住
居
侵
入
事
件
か
ら
、
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ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
組
織
的
不
正
行
為
が
次
々
に
露
見
し
、
の
ち
に
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
政
治
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

へ
と
発
展
し
た
。
こ
の
事
件
の
解
明
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、B

o
b
 
W
o
o
d
w
a
rd

記
者
ら
の
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
や
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
に
よ
る
調
査
記
事
だ
っ
た
。
大
規
模
な
権
力
濫
用
が
明
る
み
に
出
る
中
、
新
聞
報
道
の
重
要
な
役
割
だ

け
で
は
な
く
、
取
材
の
中
で
匿
名
取
材
源
の
も
つ
重
要
性
が
強
く
印
象
付
け
ら

45
）

れ
た
。

連
邦
議
会
に
よ
る
調
査
も
始
ま
り
、
そ
の
過
程
で
浮
上
し
た
の
が
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
自
身
に
よ
る
録
音
テ
ー
プ
だ
っ
た
。
議
会
は
テ

ー
プ
の
提
出
を
要
求
、
こ
れ
に
反
対
す
る
ニ
ク
ソ
ン
政
権
側
と
の
争
い
は
、
連
邦
最
高
裁
に
い
た
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
大
統
領
に

よ
る
執
行
府
の
証
言
拒
絶
権ex

ecu
tiv
e p

riv
ileg

e

の
主
張
を
退
け
、
全
員
一
致
で
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
録
音
テ
ー
プ
の
提
出
を
命

46
）

じ
た
。
そ
の
中
で
連
邦
最
高
裁
は
、
証
言
拒
絶
権
は
真
実
の
探
索
を
損
な
う
が
ゆ
え
に
、
軽
々
に
認
め
た
り
広
く
解
釈
し
た
り
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
、
と
述

47
）

べ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
は
こ
の
連
邦
最
高
裁
判
決
の
一
〇
日
後
、
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
。

こ
の
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
巨
大
化
し
た
政
府
の
腐
敗
を
暴
く
、
権
力
の
見
張
り
役
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
英
雄
的
な
活
躍
を
見
せ

た
。
連
邦
最
高
裁
の
リ
ベ
ラ
ル
な
裁
判
官
が
、
法
廷
の
内
外
で
メ
デ
ィ
ア
を
第
四
の
権
力
と
し
て
位
置
づ
け
る
立
場
を
示
し
た
の
も
こ

の
時
期
だ

48
）

っ
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
で
は
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
時
代
に
い
わ
ゆ
る
保
守
的
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
が
完
成
し
た
と
さ

れ
、
市
民
的
自
由
や
市
民
的
権
利
に
冷
淡
な
方
向
性
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て

49
）

い
た
。

一
九
七
〇
年
代
は
ま
た
、
連
邦
証
拠
規
則
の
制
定
過
程
が
政
治
問
題
化
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
規
則
制

50
）

定
案

に
対
し
、
議
会
が
拒
否
権
を
発
動

51
）

し
た
。
そ
の
中
で
最
も
大
き
な
論
争
を
呼
ん
だ
の
が
、
証
言
拒
絶
権
の
規
定
だ
っ
た
。

当
初
の
連
邦
最
高
裁
の
案
は
、
証
言
拒
絶
権
に
関
わ
る
第
五
章
に
一
三
か
条
の
規
定
を
お
き
、
九
項
目
の
証
言
拒
絶
権
を
設
け
て

52
）

い
た
。
し
か
し
連
邦
議
会
で
の
議
論
を
経
て
成
立
し
た
証
拠
法
に
は
、
証
言
拒
絶
権
に
つ
き
五
〇
一
条
の
一
か
条
し
か
残
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
五
〇
一
条
は
、
証
言
拒
絶
権
を
州
法
・
判
例
法
の
発
展
に
委
ね
て

53
）

い
る
。

こ
の
規
定
は
、
二
つ
の
意
味
で
権
力
分
散
を
体
現
し
て
い
る
。
第
一
に
、
連
邦
に
よ
る
統
一
的
な
規
律
が
否
定
さ
れ
る
。
証
言
拒
絶
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権
の
実
体
法
上
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
照
ら
し
て
、
州
法
上
の
権
利
義
務
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
連
邦
裁
判
所
で
の
訴
訟
で
も
州
の
判
例
な

い
し
制
定
法
に
従
う
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
第
二
が
、
法
典
に
よ
る
統
一
的
な
規
律
の
否
定
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
適
用
さ
れ
る
準

則
を
一
度
に
宣
明
す
る
の
で
は
な
く
、
判
例
に
よ
る
事
例
に
応
じ
た
漸
進
的
な
法
形
成
を
待
つ
も
の
と
い

54
）

え
る
。

32
）

B
ra
n
zb
u
rg

事
件
は
日
本
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
非
常
に
高
く
評
価
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
取
材
源
秘
匿
特
権
が
正
面
か
ら
認
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
意
外
性
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
坂
田
・
前
掲
注
（
１
）
一
六
頁
、
伊
藤
・
前
掲
注
（
27
）
三
五
二
頁
注
305
。

33
）

C
lein v

.
S
ta
te, 52

S
o
. 2d

117
(F
la
. 1950);G

a
rla
n
d v

.T
o
rre, 259

F
. 2d

545
(2d C

ir. 1958).S
ee
,A
n
th
o
n
y L

.F
a
rg
o
,T
h
e Jou

rn
alist’s P

rivilege
 

for
 
N
on
 
C
on
fid
en
tial In

form
ation

 
in
 
S
tates w

ith
 
S
h
ield

 
L
aw
s,
4
C
O
M
M
.
L
.
&
P
O
L
’Y
325,

329-31
(2000).

そ
れ
以
前
の
報
道
関
係
者
に
よ
る
証
言
拒

絶
権
の
主
張
は
、
も
っ
ぱ
ら
証
拠
法
を
根
拠
に
し
て
お
り
、
裁
判
所
を
含
め
法
律
家
は
ほ
ぼ
一
様
に
懐
疑
的
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。23

C
H
A
R
L
E
S
 A

L
A
N
 W

R
IG
H
T
&

K
E
N
N
E
T
H
 W

.
G
R
A
H
A
M
,
J
R
.,
F
E
D
E
R
A
L
 P

R
A
C
T
IC
E
 A

N
D
 P

R
O
C
E
D
U
R
E

5426,
a
t
725-26

(3d ed
.
1980).

34
）

C
a
ld
w
ell v

.
U
n
ited S

ta
tes,

434
F
. 2d

1081
(9th C

ir.
1970).

こ
の
判
決
が
出
て
か
ら
ま
だ
連
邦
最
高
裁
に
覆
さ
れ
る
前
の
段
階
で
、
取
材
源
秘
匿
の
権
利
に

つ
い
て
日
米
比
較
を
し
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
・
前
掲
注
（
２
）。
取
材
源
秘
匿
を
広
く
認
め
（
同
一
三
六

三
九
頁
）、
大
陪
審
手
続
で
も
全
面
的
な
秘
匿
権
を
肯
定
す

る
（
同
一
四
〇

四
一
頁
）
な
ど
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
取
材
源
秘
匿
に
肯
定
的
な
流
れ
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

35
）

B
ra
n
zb
u
rg v

.
H
a
y
es,

408
U
.S
.
665,

682-85
(1972).

36
）

Id
.
a
t
688

(q
u
o
tin
g fro

m
8
J
O
H
N
 H

E
N
R
Y
 W

IG
M
O
R
E ,
E
V
ID
E
N
C
E
 
IN
 T

R
IA
L
S
 
A
T
 C

O
M
M
O
N
 L

A
W

2192
(M

cN
a
u
g
h
to
n rev

.
1961)).

37
）

Id
.
a
t
690-91.

38
）

Id
.
a
t
693-95.

39
）

Id
.
a
t
707-08.

40
）

Id
.
a
t
709-10

(P
o
w
ell,

J.,
co
n
cu
rrin

g
).

41
）

Id
.
a
t
728-33

(S
tew

a
rt,

J.,
d
issen

tin
g
).

42
）

Id
.
a
t
743

(S
tew

a
rt,

J.,
d
issen

tin
g
).

43
）

Id
.
a
t
719-20

(D
o
u
g
la
s,
J.,
d
issen

tin
g
).

44
）

23
W

R
IG
H
T
&
G
R
A
H
A
M
,
su
pra n

o
te
33,

5426
a
t
735-37.

45
）

S
ee
,
C
A
R
L
 B

E
R
N
S
T
E
IN
&
B
O
B
 W

O
O
D
W
A
R
D
,
A
L
L
 T

H
E
 P

R
E
S
ID
E
N
T
’S
 M

E
N
(1974);

T
H
E
O
D
O
R
E
 H
.
W

H
IT
E ,
T
H
E
 B

R
E
A
C
H
 
O
F
 F

A
IT
H
:
T
H
E
 F

A
L
L
 
O
F

 
R
IC
H
A
R
D
 N

IX
O
N
(1975).

46
）

U
n
ited S

ta
tes v

.
N
ix
o
n
,
418

U
.S
.
683

(1974).
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47
）

Id
.
a
t
710.

48
）

S
a
x
b
e v

.
W
a
sh
in
g
to
n P

o
st C

o
.,
417

U
.S
.
843,

863-64
(1974)

(P
o
w
ell,

J.,
d
issen

tin
g
);
P
o
tter S

tew
a
rt,

“O
r
 
of
 
th
e P

ress,”
26

H
A
S
T
-

IN
G
S
 L
.J.
631,

633-34
(1975).

49
）

N
o
rm
a
n
 
D
o
rsen

&
Jo
el G

o
ra
,
T
h
e
 
B
u
rger

 
C
ou
rt an

d
 
th
e
 
F
reed

om
 
of
 
S
peech

,
in
 
T
H
E
 B

U
R
G
E
R
 C

O
U
R
T
:
T
H
E
 C

O
U
N
T
E
R
-R

E
V
O
L
U
T
IO
N

 
T
H
A
T
 W

A
S
N
’T
28,

28
(V
in
cen

t B
la
si ed

.,
1983).

な
お
、
政
府
へ
の
不
信
の
高
ま
り
や
連
邦
最
高
裁
の
保
守
化
へ
の
警
戒
感
が
、B

ra
n
zb
u
rg

判
決
に
対
し
極
度

に
否
定
的
な
学
説
の
反
応
に
つ
な
が
っ
た
が
、
判
決
の
背
後
に
は
従
来
か
ら
の
革
新
主
義P

ro
g
ressiv

e

的
な
裁
判
像
が
あ
る
と
さ
れ
る
。23

W
R
IG
H
T
&
G
R
A
H
A
M
,

su
pra n

o
te
33,

5426
a
t
743.

50
）

P
ro
p
o
sed F

ed
era

l R
u
les o

f E
v
id
en
ce,

56
F
.R
.D
.
183

(1973).

51
）

F
ed
era

l R
u
les o

f E
v
id
en
ce,

A
ct o

f Ja
n
.
2,
1975,

P
u
b
.
L
.
93-595,

effectiv
e Ju

ly
1,
1975.

52
）

具
体
的
に
は
、
制
定
法
で
義
務
付
け
ら
れ
た
報
告
書
（
五
〇
二
条
）、
弁
護
士
・
依
頼
者
間
（
五
〇
三
条
）、
精
神
療
法
士
・
患
者
間
（
五
〇
四
条
）、
配
偶
者
間

（
五
〇
五
条
）、
牧
師
と
の
や
り
と
り
（
五
〇
六
条
）、
投
票
（
五
〇
七
条
）、
営
業
秘
密
（
五
〇
八
条
）、
国
家
の
機
密
情
報
（
五
〇
九
条
）、
情
報
提
供
者
の
身
元
情
報

（
五
一
〇
条
）
に
つ
き
証
言
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
に
は
憲
法
で
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
い
て
は
証
言
拒
絶
権
を
認
め
な
い
と
さ
れ
た
（
五
〇
一
条
）。

53
）

F
E
D
.
R
.
E
V
ID
.
501

（「
原
則：
連
邦
憲
法
の
求
め
る
場
合
又
は
連
邦
議
会
制
定
法
又
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
規
則
に
規
定
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
証
人
、
人
、
政

府
、
州
又
は
そ
の
政
治
的
下
部
組
織
の
証
言
拒
絶
権
は
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
り
見
識
と
経
験
（rea

so
n
 
a
n
d
 
ex
p
erien

ce

）
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
諸
原
則
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
民
事
の
訴
訟
及
び
手
続
に
お
い
て
は
、
州
法
が
判
断
規
範
を
与
え
る
請
求
又
は
抗
弁
の
要
件
に
関
し
て
は
、
証

人
、
人
、
政
府
、
州
又
は
そ
の
政
治
的
下
部
組
織
の
証
言
拒
絶
権
は
、
州
法
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

54
）

23
W

R
IG
H
T
&
G
R
A
H
A
M
,
su
pra n

o
te
33,

5422
a
t
688-91.

四

B
ra
n
zb
u
rg

判
決
へ
の
解
釈
の
展
開
｜
｜
各
種
の
法
的
手
続
に
応
じ
て

連
邦
最
高
裁
のB

ra
n
zb
u
rg

判
決
は
、
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
め
ぐ
る
議
論
の
終
点
で
は
な
か
っ
た
。
各
州
で
は
、
報
道

関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
立
法
で
認
め
る
、
い
わ
ゆ
る
シ
ー
ル
ド
法
が
成
立
し
た
。
シ
ー
ル
ド
法
の
な
い
州
や
連
邦
の
裁
判
所
に
お
い

て
も
、
刑
事
事
件
や
民
事
事
件
の
さ
ま
ざ
ま
な
裁
判
手
続
の
場
面
で
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
扱
う
中
で
、
証
言
拒
絶
権
を
否
定

し
たB

ra
n
zb
u
rg

判
決
の
射
程
を
狭
く
解
釈
す
る
傾
向
を
強
め
て
い

55
）

っ
た
。
そ
こ
で
は
、
一
定
の
利
益
衡
量
の
余
地
を
認
め
た
パ
ウ

エ
ル
裁
判
官
の
判
断
枠
組
み
が
広
く
引
用
さ
れ
、
限
定
的
な
が
ら
証
言
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
法
廷
意
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見
は
骨
抜
き
に
さ
れ
、
判
決
の
五
年
後
に
は
第
一
修
正
に
基
づ
く
証
言
拒
絶
権
の
存
在
は
疑
い
な
い
と
さ
え
い
わ
れ
る
に
至

56
）

っ
た
。

以
下
で
は
、B

ra
n
zb
u
rg

判
決
が
そ
の
後
裁
判
所
で
い
か
に
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
手
続
き
の
段
階
を
追
っ
て
概
観

57
）

す
る
。

１

刑

事

捜

査

連
邦
最
高
裁
はB

ra
n
zb
u
rg

判
決
の
六
年
後
、Z

u
rch

er v
.
S
ta
n
fo
rd

58
）

D
a
ily

に
お
い
て
、
被
疑
者
で
は
な
い
第
三
者
た
る
報
道

関
係
者
に
対
し
、
警
察
が
捜
査
令
状
を
請
求
し
た
の
を
合
憲
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。
下
級
審
は
、
不
合
理
な
捜
索
押
収
を
禁
じ
た
連

邦
憲
法
第
四
修
正
の
解
釈
と
し
て
、
警
察
に
よ
る
被
疑
者
以
外
の
者
に
対
す
る
捜
索
令
状
の
請
求
は
、
召
喚
状su

b
p
o
en
a
 
d
u
ces

 
tecu

m

が
実
際
上
有
用
で
な
い
と
証
明
で
き
な
い
限
り
認
め
ら
れ
な
い
、
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
報
道
関
係
者
に
対
す
る
捜

索
に
際
し
て
は
、
第
一
修
正
に
か
ん
が
み
、
召
喚
状
の
実
際
上
の
有
用
性
に
つ
き
と
り
わ
け
厳
格
な
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ

59
）

れ
た
。

し
か
し
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
を
覆
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
第
四
修
正
の
要
件
は
、
捜
索
押
収
の
対
象
が
被
疑
者
で
あ
る
と
被
疑
者

以
外
の
者
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、「
相
当
の
理
由
」
が
あ
れ
ば
満
た
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
報
道
関
係
者
を
対
象
と
し
た
捜
索
押
収
で

も
、
第
一
修
正
に
照
ら
し
て
捜
索
押
収
の
要
件
は
厳
格
に
守
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
第
四
修
正
の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
そ
れ
以
上

の
要
件
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
報
道
関
係
者
へ
の
捜
索
が
認
め
ら
れ
る
と
、
秘
密
の
情
報
源
か
ら
の
取
材
が

妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
主
張
も
退
け
ら
れ
た
。

こ
のZ
u
rch

er

判
決
に
対
し
て
は
、
厳
し
い
批
判
の
声
が
上
が
っ
た
。
連
邦
議
会
は
、
判
決
の
翌
年
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
を

成
立
さ
せ
、
報
道
関
係
者
に
関
し
て
、
政
府
の
官
吏
又
は
職
員
に
よ
る
捜
索
押
収
を
原
則
と
し
て
禁
止

60
）

し
た
。
こ
の
規
定
の
対
象
と
な

る
「
政
府
」
は
連
邦
も
州
も
含
ん
で
お
り
、
全
国
一
律
に
効
力
を

61
）

も
つ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
刑
事
事
件
の
捜
査
段
階
で
報
道
関
係
者
と

取
材
源
と
の
間
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
恐
れ
は
、
当
面
な
く
な
っ
た
と
さ

62
）

れ
る
。
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２

大

陪

審

B
ra
n
zb
u
rg

判
決
後
の
下
級
審
は
、
大
陪
審
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
を
認
め
て
こ
な
か

63
）

っ
た
。

大
陪
審
と
は
、
刑
事
事
件
の
起
訴
を
担
当
す
る
二
三
人
の
市
民
か
ら
な
る
陪
審
で
あ
る
が
、「
盾
」
と
「
刀
」
の
二
重
の
役
割
を
果

た
す
と
い
わ

64
）

れ
る
。
盾
の
機
能
と
は
、
政
府
と
市
民
と
の
間
に
立
っ
て
、
政
府
に
よ
る
訴
追
の
適
正
さ
を
審
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他

方
で
大
陪
審
は
、「
刀
」
と
し
て
強
力
な
捜
査
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
捜
査
権
限
は
、
違
反
に
対
し
て
は
裁
判
所
侮
辱
に
よ

る
制
裁
が
伴
う
召
喚
状
で
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
陪
審
は
検
察
や
警
察
が
取
得
で
き
な
い
証
拠
を
も
収
集
す
る
こ
と

が
で
き
、
大
規
模
な
組
織
犯
罪
や
政
治
汚
職
な
ど
に
威
力
を
発
揮
す
る
。

大
陪
審
の
証
拠
収
集
を
尊
重
す
る
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、“th

e
 
p
u
b
lic
 
h
a
s a

 
rig
h
t to

 
ev
ery

 
m
a
n
’s ev

id
en
ce”

と
の
英
米
法
で
伝
統
的
に
使
わ
れ
て
き
た
表
現
で

65
）

あ
る
。
こ
の
一
節
は
、
従
来
は
証
拠
法
一
般
に
つ
い
て
用
い
ら

れ
て
き
た
よ
う

66
）

だ
が
、
今
日
、
少
な
く
と
も
証
言
拒
絶
権
の
文
脈
で
は
も
っ
ぱ
ら
大
陪
審
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て

67
）

い
る
。

警
察
や
検
察
に
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
証
言
の
取
得
が
大
陪
審
に
認
め
ら
れ
る
背
景
に
は
、
強
力
な
捜
査
権
限
を
認
め
ら
れ
る
大

陪
審
の
伝
統
に
加
え
、
召
喚
状
に
つ
い
て
は
不
服
を
も
つ
者
に
裁
判
所
で
争
う
手
続
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き

68
）

な
い
。

３

ト
ラ
イ
ア
ルtria

l

刑
事
訴
訟
の
ト
ラ
イ
ア
ル
に
お
け
る
取
材
源
の
開
示
に
関
す
る
判
断
基
準
を
み
る
と
、
連
邦
の
巡
回
区
や
州
ご
と
に
若
干
異
な
る
判

例
法
理
が
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
法
域
で
は
、
大
ま
か
に
み
て
、
公
正
な
裁
判
な
い
し
公
正
な
司
法
運
営
に

必
須
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
該
開
示
が
訴
追
の
対
象
と
な
る
犯
罪
の
立
証
な
い
し
被
告
人
の
防
御
に
と
っ
て
重
要
か
、
あ
る
い
は
関

連
性
が
あ
る
か
否
か
、
に
よ
っ
て
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
さ

69
）

れ
る
。
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民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
判
断
基
準
は
法
域
ご
と
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
典
型
的
に
は
証
言
を
求
め
る
当
事
者
が
次
の
要
素

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
開
示
を
求
め
ら
れ
た
情
報
が
、
他
の
情
報
源
か
ら
入
手
可
能
か
、
②
当
該
情
報
が
訴
訟
に
関
連
性
を

有
す
る
か
、
③
訴
え
が
明
ら
か
な
嫌
が
ら
せfriv

o
lo
u
s

や
勝
ち
目
の
な
い
も
のw

ith
o
u
t m

erit

で
は
な

70
）

い
か
。

こ
れ
ら
の
判
断
基
準
を
比
べ
て
み
る
と
、
一
見
す
る
と
民
事
訴
訟
の
ほ
う
が
要
件
が
厳
し
い
よ
う
だ
が
、
実
際
上
の
差
異
は
か
な
り

小
さ
い
。
既
にB

ra
n
zb
u
rg

判
決
の
法
廷
意
見
に
お
い
て
も
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
は
、
刑
事
手
続
が
嫌
が
ら
せ
的
な
意
図
で
行
わ
れ

た
場
合
に
は
、
記
者
に
第
一
修
正
上
の
保
護
が
及
び
開
示
強
制
が
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
て

71
）

い
た
。
ま
た
刑
事
訴
訟
で
は
、
召
喚
状
に

よ
る
証
拠
収
集
の
段
階
で
、
民
事
訴
訟
よ
り
も
厳
し
い
関
連
性
の
審
査
が
か

72
）

か
る
。

実
際
、
民
事
事
件
と
刑
事
事
件
の
両
方
の
局
面
で
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
判
例
に
は
、
判
断
基
準
を
区
別
す
る
必
要
が
な
い
と
し
た

も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
二
巡
回
区
はU
n
ited S

ta
tes v

.B
u
rk
e

に
お
い
て
、
民
事
と
刑
事
に
お
い
て
理
念
的
に
区
別
を
す
る
根

拠
は
な
い
と
述
べ
、
民
事
事
件
に
お
け
る
証
言
拒
絶
権
と
同
じ
判
断
枠
組
み
に
よ
る
保
護
を
刑
事
事
件
に
も
及
ぼ

73
）

し
た
。
た
だ
し
こ
の

判
決
も
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
刑
事
被
告
人
が
訴
訟
の
結
果
に
大
き
な
利
害
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
点
が
具
体
的
な
証
拠
の
必

要
性
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
示
唆
し
て

74
）

い
る
。

他
方
で
、
民
事
訴
訟
で
は
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
も
の
の
、
刑
事
訴
訟
で
は
保
護
の
度
合
い
が
低
い
、
あ
る
い
は
証
言
拒
絶
を
認
め

な
い
法
域
も
存
在

75
）

す
る
。
初
期
の
判
例
に
お
い
て
は
、B

ra
n
zb
u
rg

事
件
と
区
別
す
る
た
め
に
民
事
・
刑
事
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る

傾
向
が

76
）

あ
り
、
ま
た
第
六
修
正
の
刑
事
被
告
人
の
権
利
を
重
視
す
る
判
例
も

77
）

あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
法
の
執
行
の
重
要
性
を
強
調
す
る

判
例
も
存
在
し
、
そ
の
傾
向
は
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
強
ま
っ
て
い

78
）

っ
た
。
こ
の
動
き
は
六
に
お
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
比
較
衡
量
の
内
容
を
具
体
的
に
み
る
と
、
民
事
・
刑
事
を
問
わ
ず
、
問
題
の
情
報
が
訴
訟
に
必
要
か
ど
う
か
が
中
心
的
な
要
素

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
事
件
の
社
会
的
重
要
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。B

ra
n
zb
u
rg

事
件
に
お
い
て
、
ス
テ

ュ
ワ
ー
ト
裁
判
官
は
反
対
意
見
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
厳
格
な
審
査
基
準
と
い
う
観
点
か
ら
、
三
つ
の
衡
量
要
素
の
ひ
と
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つ
と
し
て
、
情
報
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
優
先
的
な
利
益
が
あ
る
こ
と
の
立
証
を
要
求
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
要
素
に
は
曖
昧
だ
と
の

批
判
が
強
く
、
後
の
下
級
審
判
例
の
中
で
、
徐
々
に
重
み
を
失
っ
て
い

79
）

っ
た
。

55
）

シ
ー
ル
ド
法
の
な
い
一
九
州
の
う
ち
一
八
州
に
お
い
て
、
判
例
に
よ
り
一
定
の
証
言
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

56
）

S
ilk
w
o
o
d v

.
K
err -M

cG
ee C

o
rp
,
563

F
. 2d

433,
437

(10th C
ir.

1977).

57
）

以
下
で
は
、
平
成
一
八
年
決
定
や
ミ
ラ
ー
事
件
の
よ
う
に
、
証
言
を
求
め
ら
れ
る
報
道
関
係
者
が
訴
訟
の
当
事
者
で
は
な
い
事
案
を
中
心
に
概
観
す
る
。

58
）

436
U
.S
.
547

(1978).

59
）

S
ta
n
fo
rd D

a
ily v

.
Z
u
rch

er,
353

F
.
S
u
p
p
.
124

(N
.D
.
C
a
l.
1972),

aff’d
,
Z
u
rch

er v
.
S
ta
n
fo
rd D

a
ily
,
550

F
. 2d
.
464

(9th C
ir.

1977).

60
）

P
riv
a
cy P

ro
tectio

n A
ct o

f
1980,

P
u
b
.
L
.
N
o
. 96-440,

94
S
ta
t.
1879

(1980),
co
d
ified a

t
42
U
.S
.C
.

2000
a
a
.

（「
⑴
…
…
政
府
の
官
吏
又
は
従

業
員
が
、
犯
罪
行
為
の
捜
査
又
は
訴
追
に
関
連
し
、
…
…
新
聞
、
本
、
放
送
、
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
公
共
的
な
通
信
を
公
衆
に
提
供
す
る
目
的
を
も
つ
と
合
理
的
に
信

じ
ら
れ
る
者
に
よ
っ
て
所
持
さ
れ
た
作
業
資
料w

o
rk
 
p
ro
d
u
ct m

a
teria

ls

に
対
し
、
捜
索
押
収
を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。」）
⑴
項
で
は
例
外
と
し
て
、
作
業
資

料
を
所
持
す
る
者
自
身
が
犯
罪
行
為
を
し
た
場
合
と
、
死
や
重
大
な
人
身
損
害
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
な
場
合
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
⑵
項
は
作
業
資
料
以
外
の
文
書
に
つ

い
て
も
同
様
の
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
例
外
が
相
対
的
に
広
い
。

こ
の
よ
う
な
報
道
関
係
者
を
対
象
と
し
た
定
め
を
お
くT

itle I

に
続
き
、T

itle II

は
、
報
道
関
係
者
で
は
な
い
被
疑
者
以
外
の
者
に
対
す
る
捜
索
押
収
に
つ
い
て

規
定
し
、
司
法
省
長
官
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
義
務
付
け
て
い
る
。42

U
.S
.C
.
2000

a
a
-11.

同
法
を
批
判
的
に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、Jo

se J.
S
a
rieg

o
,
N
ote,

T
h
e
 
P
rivacy

 
P
rotection

 
A
ct of

 
1
9
8
0
:
C
u
rbin

g
 
U
n
restricted

 
T
h
ird
 
P
arty

 
S
earch

es in th
e
 
W
ake of Z

u
rch

er v.
S
tan

ford
 
D
aily

,
U
.
M

IC
H
.
J.
L
.
R
E
F .
519

(1981).

立
法
過
程
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、S

u
sa
n K

.
E
rb
u
ru
,
N
ote:

Z
u
rch

er
 
v.
S
tan

ford
 
D
aily:

L
egislative D

ebate
,
17
H
A
R
V
.
J.
L
E
G
.
152

(1980).

61
）

た
だ
し
、T

itle II

の
司
法
省
長
官
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
州
の
官
吏
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
た
な
い
。

62
）

M
A
R
C
 F

R
A
N
K
L
IN
 
E
T
 
A
L .,
M

A
S
S
 M

E
D
IA
 L

A
W
,
664

(6th ed
.
2000).

た
だ
し
、
捜
査
機
関
に
は
様
々
な
抜
け
穴
が
残
さ
れ
、
ま
た
違
反
行
為
に
対
す
る
救
済
が

不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。S

a
rieg

o
,
su
pra n

o
te
60,

a
t
540-50.

63
）

In re Ju
d
ith M

iller,
397

F
. 3d

964
(D
.C
.
C
ir.
2005）

の
ほ
か
に
、N

.Y
.
T
im
es C

o
.
v
.
G
o
n
za
les,

459
F
. 3d

160
(2d C

ir.
2006);

S
ca
rce v

.
U
n
ited

 
S
ta
tes,

5
F
. 3d

397
(9th C

ir.
1993);

S
to
rer C

o
m
m
c’n
,
In
c.
v
.
G
io
v
a
n
,
810

F
. 2d

580
(6th C

ir.
1987).

報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
重
視
しB

ra
n
zb
u
rg

判
決
に
批
判
的
な
論
者
か
ら
も
、
大
陪
審
が
政
府
の
権
限
行
使
を
監
視
す
る
側
面
を
重
視
す
る
な
ら
、
大
陪
審

に
よ
る
事
実
認
定
能
力
を
阻
害
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
理
解
も
示
さ
れ
て
い
た
。V

in
cen

t B
la
si,
T
h
e C

h
eckin

g V
alu

e in
 
F
irst A

m
en
d
m
en
t T

h
eory

,
1977

A
M
.
B
.
F
O
U
N
D
.
R
E
S .
J.
521,

605.

た
だ
しB

la
si

は
、B

ra
n
zb
u
rg

判
決
の
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
大
陪
審
が
政
府
に
よ
る
起
訴
要
請
を
審
査
す

る
機
能
を
強
調
す
る
だ
け
で
、
公
権
力
の
腐
敗
を
積
極
的
に
暴
く
機
能
に
つ
い
て
一
切
触
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。Id

.
a
t
601.
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64
）

3
W

A
Y
N
E
 R
.
L
A
F
A
V
E
 
E
T
 
A
L .
C
R
IM
IN
A
L
 P

R
O
C
E
D
U
R
E
(2d

.
ed
.
1999)

8. 1(a
)
a
t
5.

65
）

Id
.

8. 6(a
)
a
t
113.

66
）

S
ee,

8
J
O
H
N
 H

E
N
R
Y
 W

IG
M
O
R
E ,
E
V
ID
E
N
C
E
 
IN
 T

R
IA
L
S
 
A
T
 C

O
M
M
O
N
 L

A
W

2192,
a
t
70-72

(M
cN
a
u
g
h
to
n rev

.
1961).

67
）

刑
事
事
件
に
お
け
る
報
道
機
関
に
対
す
る
捜
索
の
合
理
性
を
認
め
たZ

u
rch

er

判
決
で
も
、
法
廷
意
見
は
こ
の
一
節
を
引
用
し
な
い
し
、
む
し
ろ
反
対
意
見
が
、

「
本
件
は
、B

ra
n
zb
u
rg

判
決
の
核
心
に
あ
る

“th
e p

u
b
lic h

a
s a

 
rig
h
t to

 
ev
ery

 
m
a
n
’s ev

id
en
ce”

の
理
念
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

Z
u
rch

er
,
436

U
.S
.
a
t
574

(S
tew

a
rt,

J.,
d
issen

tin
g
).

68
）

S
ee,

id
.
a
t
575-76

(S
tew

a
rt,

J.,
d
issen

tin
g
).

69
）

R
o
m
u
a
ld
o P

.
E
cla

v
ea
,
A
n
n
o
ta
tio
n
,
P
rivilege of N

ew
sgath

erer again
st D

isclosu
re of C

on
fid
en
tial S

ou
rces or In

form
ation

,
99
A
.L
.R
.
3d

37
(1980),

a
t
7
a
.

70
）

Id
.
a
t
11
a
.

71
）

B
ran

zbu
rg
,
408

U
.S
.
a
t
707-08.

72
）

F
E
D
.
R
.
C
R
IM
.
P
.
17(c ).

73
）

700
F
. 2d

70,
77
(2d C

ir.
1983).

S
ee also

,
U
n
ited S

ta
tes v

.
C
u
th
b
ertso

n
,
630

F
. 2d

139,
146

(3d C
ir.

1980).

74
）

B
u
rke

,
700

F
. 2d a

t
77;

C
u
th
bertson

,
630

F
. 2d a

t
147.

75
）

Z
erilli v

.
S
m
ith
,
656

F
. 2d

705,
711-12

(D
.
C
.
C
ir.

1981).

76
）

W
illa

rd L
.
E
ck
h
a
rd
t,
Jr.

&
A
rth

u
r D

u
n
ca
n
 
M
cK
ey
,
C
a
ld
ero

 
v
.
T
rib
u
n
e P

u
b
lish

in
g
 
C
o
.:
S
u
bstan

tive an
d
 
R
em
ed
ial P

rotection
 
for

 
R
eporter’s C

on
fid
en
tial S

ou
rces,

14
I
D
A
H
O
 L
.
R
E
V
.
21,

111-12
(1977).

77
）

S
ee
,
U
.S
.
v
.
L
a
R
o
u
ch
e C

a
m
p
a
ig
n
,
841

F
. 2d

1176,
1182

(1st C
ir.

1988);
S
ta
te v

.
R
in
a
ld
o
,
689

P
.
2d

392,
395-96

(W
a
sh
.
1984).

刑
事
被
告

人
の
権
利
の
重
要
性
は
、
証
言
拒
絶
権
の
必
要
性
を
重
視
す
る
論
者
の
中
で
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。D

o
n
n
a
 
M
.
M
u
ra
sk
y
,
T
h
e
 
Jou

rn
alist’s

 
P
rivilege:

B
ran

zbu
rg an

d
 
its A

fterm
ath

,
52
T
E
X
.
L
.
R
E
V
.
829,

892
(1974);

B
la
si,

su
pra n

o
te
63,

a
t
607.

上
口
・
前
掲
注
（
２
）
五
一

五
五
頁
参
照
。

78
）

S
ee,

e.g.,
M
cK
ev
itt v

.
P
a
lla
sch

,
339

F
. 3d

530,
532-33

(7th C
ir.

2003);
U
n
ited S

ta
tes v

.
S
m
ith
,
135

F
. 3d

963,
972

(5th C
ir.
1998);

S
ta
te

 
ex rel.

H
ea
ley v

.
M
cM

ea
n
s,
884

S
.W
.
2d

772
(T
ex
.
C
rim

.
A
p
p
1994)

(en b
a
n
c ).

79
）

23
W

R
IG
H
T
&
G
R
A
H
A
M
,
su
pra n

o
te
33,

5426
a
t
789

、
上
口
・
前
掲
注
（
２
）
五
一
頁
。
な
お
、
前
掲
注
（
20
）
に
対
応
す
る
本
文
に
お
け
る
、H

en
d
er-

so
n

裁
判
官
の
ミ
ラ
ー
事
件
判
決
同
意
意
見
参
照
。In

 
re Ju

d
ith M

iller,
397

F
. 3d a

t
984-86

(H
en
d
erso

n
,
J.,
co
n
cu
rrin

g
).
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五

シ
ー
ル
ド
法
の
展
開

B
ra
n
zb
u
rg

判
決
は
、
第
一
修
正
を
根
拠
と
し
た
取
材
源
秘
匿
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
拒
ん
だ
も
の
の
、
そ
の
当
時
一
七
州
に

存
在
し
た
取
材
源
秘
匿
を
認
め
る
立
法
（
シ
ー
ル
ド
法
と
呼
ば
れ
る
）
に
な
ん
ら
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か

80
）

っ
た
。
む
し
ろ
法
廷

意
見
は
、
取
材
源
秘
匿
の
必
要
性
や
、
具
体
的
な
判
断
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
連
邦
議
会
や
州
の
議
会
と
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
認
め
て

81
）

い
た
。
そ
の
後
も
シ
ー
ル
ド
法
を
制
定
す
る
州
が
相
次
ぎ
、
現
時
点
で
三
一
の
州
と
ワ
シ
ン
ト

ン
Ｄ
Ｃ
に
シ
ー
ル
ド
法
が
存
在
す
る
。
し
か
し
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
シ
ー
ル
ド
法
は
成
立
し
て
い
な
い
。

シ
ー
ル
ド
法
の
内
容
は
、
州
ご
と
に
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
。
一
三
の
州
と
Ｄ
Ｃ
で
は
、
秘
密
の
取
材
源
に
つ
い
て
絶
対
的
な
証
言
拒

絶
を
認
め
、
そ
の
う
ち
五
つ
の
州
で
は
秘
密
で
は
な
い
取
材
源
に
つ
い
て
も
絶
対
的
証
言
拒
絶
権
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
州
で

は
、
一
定
の
条
件
の
下
で
証
言
拒
絶
を
認
め
る
、
限
定
的
証
言
拒
絶
権
が
与
え
ら
れ
て

82
）

い
る
。

州
で
の
取
材
源
秘
匿
の
動
向
を
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
で
見
て
み
よ
う
。
同
州
の
制
定
法
は
、
取
材
源
の
秘
匿
に
つ
き
今
日
で
最
も

包
括
的
な
保
護
を
与
え
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
さ

83
）

れ
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
は
、B

ra
n
zb
u
rg

事
件
に
先
立
っ
て
既
に
シ
ー
ル
ド
法
を
有
し
て
い
た
。
し
か
しB

ra
n
zb
u
rg

事
件
と
同

じ
年
、
大
陪
審
に
よ
る
証
言
の
要
求
に
応
じ
る
の
を
拒
ん
だ
記
者
が
、
裁
判
所
侮
辱
に
よ
り
投
獄
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ

84
）

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
州
議
会
は
一
九
七
七
年
に
証
拠
法
を
改
正
し
、
絶
対
的
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
規
定
を
設

85
）

け
た
。

と
こ
ろ
が
法
改
正
の
翌
年
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
は
、
州
法
上
の
絶
対
的
証
言
拒
絶
権
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
記
者
に

対
し
取
材
源
の
開
示
を
命
ず
る
判
決In

 
re

86
）

F
a
rb
er

を
下
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
社
の
記
者F

a
rb
er

が
刑
事
事
件
に
関
し
て
レ
ポ
ー
ト
し
、
そ
の
刑
事
事
件
の
被
告
人
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
通
じ
て
召
喚
状
を
請
求
し
、
目
撃
者
に
対
す

る
取
材
記
録
の
提
出
を
求
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
しF

a
rb
er

記
者
は
、
非
公
開
の
場
（in

 
ca
m
era

）
で
の
裁
判
官
に
対
す
る
記
録
の
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提
出
も
拒
ん
で
い
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
は
、
連
邦
憲
法
と
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州

87
）

憲
法
の
下
で
、
刑
事
被
告
人
は
自
分
に
有
利
な
証
人
の
出

廷
を
強
制
で
き
る
権
利
を
有
す
る
と
し
て
、
シ
ー
ル
ド
法
の
絶
対
的
証
言
拒
絶
権
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、F

a
rb
er

記
者
は
証
言

の
義
務
を
負
う
と
判
示
し
た
。

こ
う
し
てF

a
rb
er

記
者
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
社
は
裁
判
所
侮
辱
に
問
わ
れ
、
民
事
上
の
裁
判
所
侮
辱
に
よ
り
一
日
五
〇

〇
〇
ド
ル
の
支
払
い
を
、F

a
rb
er

記
者
は
一
日
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
支
払
い
と
命
令
に
応
諾
す
る
ま
で
の
投
獄
を
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た

刑
事
上
の
裁
判
所
侮
辱
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
社
は
一
〇
万
ド
ル
の
支
払
い
を
、F

a
rb
er

記
者
は
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
支

払
い
と
禁
錮
六
月
を
命
じ
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、
刑
事
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
に
よ
り
証
言
拒
絶
権
が
破
ら
れ
る
と
し
た
判
決
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
シ
ー
ル
ド
法
を
も

つ
他
の
州
で
も
、
同
じ
よ
う
に
、
刑
事
被
告
人
の
権
利
に
照
ら
し
て
、
新
聞
記
者
に
対
し
証
言
や
文
書
の
提
出
を
求
め
る
判
決
が
下
さ

れ
て

88
）

い
る
。

こ
の
判
決
を
う
け
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
議
会
は
一
九
七
九
年
に
証
拠
法
改
正
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
刑
事
被
告
人
の
証
人
の

出
廷
を
強
制
す
る
権
利
を
立
法
上
も
確
認
し
、
具
体
的
な
手
続
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
被
告
人
が
召
喚
状
を
請
求
し
た
場

合
、
相
手
方
は
自
ら
が
報
道
関
係
者
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
一
応
の
証
明
が
な
さ
れ
る
と
、

刑
事
被
告
人
の
側
で
は
、
相
手
方
の
証
言
を
強
制
す
る
た
め
に
、
次
の
四
要
件
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
①
召
喚
さ

れ
た
資
料
が
訴
訟
手
続
に
お
け
る
防
御
に
関
係
性
が
あ
り
、
重
要
か
つ
必
要
で
あ
る
合
理
的
な
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
②
そ
れ
ら
が
介

入
の
度
合
い
の
よ
り
低
い
情
報
源
か
ら
は
確
保
で
き
な
い
こ
と
、
③
開
示
を
求
め
ら
れ
る
資
料
の
有
罪
無
罪
に
関
す
る
価
値
が
開
示
し

な
い
特
権
を
上
回
る
こ
と
、
④
要
求
が
過
度
に
広
範
で
あ
っ
た
り
、
抑
圧
的
で
あ
っ
た
り
、
不
合
理
な
負
担
を
か
け
る
も
の
で
は
な
い

89
）

こ
と
。
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F
a
rb
er

記
者
事
件
は
こ
れ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
知
事
は
、
そ
の
任
期
が
切
れ
る
直
前
、
刑
事
上

の
裁
判
所
侮
辱
に
つ
い
て
恩
赦
を
く
だ
し
、
罰
金
一
〇
一
〇
〇
〇
ド
ル
を
返
還
し
た
。
た
だ
し
民
事
上
の
裁
判
所
侮
辱
に
つ
い
て
の
罰

金
は
返
還
さ
れ
て
い
な
い
。

80
）

B
ran

zbu
rg
,
408

U
.S
.
a
t
689.

シ
ー
ル
ド
法
を
も
つ
と
し
て
法
廷
意
見
で
言
及
さ
れ
た
州
は
、A

la
b
a
m
a
,
A
la
sk
a
,
A
rizo

n
a
,
A
rk
a
n
sa
s,
C
a
lifo

rn
ia
,

In
d
ia
n
a
,
K
en
tu
ck
y
,
L
o
u
isia

n
a
,
M
a
ry
la
n
d
,
M
ich

ig
a
n
,
M
o
n
ta
n
a
,
N
ev
a
d
a
,
N
ew
 
Jersey

,
N
ew
 
M
ex
ico

,
N
ew
 
Y
o
rk
,
O
h
io a

n
d P

en
n
sy
lv
a
n
ia
。

81
）

B
ran

zbu
rg
,
408

U
.S
.
a
t
706.

82
）

各
州
の
シ
ー
ル
ド
法
や
判
例
法
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
、C

.
T
H
O
M
A
S
 D

IE
N
E
S ,

E
T
 
A
L .,

N
E
W
S
G
A
T
H
E
R
IN
G
 
A
N
D
 
T
H
E
 
L
A
W

17. 02
(3d

 
ed
.
2005);

T
H
E

 
R
E
P
O
R
T
E
R
S
 C

O
M
M
IT
T
E
E
 
F
O
R
 F

R
E
E
D
O
M
 
O
F
 
T
H
E
 P

R
E
S
S ,
T
H
E
 R

E
P
O
R
T
E
R
’S
 P

R
IV
IL
E
G
E
 C

O
M
P
E
N
D
IU
M
,
available at h

ttp
: //w

w
w
.rcfp

.o
rg
/p
riv
ileg

e /in
d
ex
.

p
h
p

参
照
。

83
）

In
 
re V

en
ezia

,
922

A
.
2d

1263,
1264

(N
.J.
2007);

In
 
re F

a
rb
er,

394
A
.
2d

330,
351

(N
.J.
1978).

84
）

In
 
re B

rid
g
e,
120

N
.J.
S
u
p
er.

460
(A
p
p
.
D
iv
. ),
certif.

d
en
.,
62
N
.J.
80
(1972).

85
）

N
.J.S

.A
2
A
:
84
A
-21

N
ew
sp
a
p
erm

a
n
’s p

riv
ileg

e
(E
v
id
en
ce R

u
le
27).

86
）

394
A
.
2d

330
(N
.J.
1978).

87
）

U
.S
.
C
O
N
S
T
.
a
m
en
d
.
V
I;
N
.J.

C
O
N
S
T
.
a
rt.

I,
p
a
ra
.
10.

(“In
 
a
ll crim

in
a
l p
ro
secu

tio
n
s,
th
e a

ccu
sed

 
sh
a
ll en

jo
y
 
th
e rig

h
t
...
to
 
h
a
v
e

 
co
m
p
u
lso
ry p

ro
cess fo

r o
b
ta
in
in
g w

itn
esses in h

is fa
v
o
r.” )

88
）

D
ela

n
ey v

.
S
u
p
erio

r C
o
u
rt,

789
P
.
2d

934
(C
a
l.
1990);

D
a
v
is v

.
S
ta
te,

720
S
o
.
2d

220
(F
la
.
1998).

フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
証
言
拒
絶
権
を
否
定
し

た
判
決
（K

id
w
ell v

.
S
ta
te,

696
S
o
.
2d

399
(F
la
.
D
ist.

C
t.
A
p
p
.
1997);

D
a
v
is v

.
S
ta
te,

692
S
o
.
2d

924
(F
la
.
D
ist.

C
t.
A
p
p
.
1997);

M
o
rris

 
C
o
m
m
u
n
ica

tio
n
s C

o
rp
.
v
.
F
ra
n
g
ie,

704
S
o
.
2d

1143
(F
la
.
D
ist.

C
t.
A
p
p
.
1998)

）
に
対
し
、
広
範
な
証
言
拒
絶
権
を
定
め
た
立
法
（F

L
A
.
S
T
A
T
.

90.

5015
(1998)

）
が
成
立
し
、
そ
の
翌
年
に
こ
の
立
法
を
解
釈
し
た
州
最
高
裁
の
判
決
が
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
と
よ
く
似
た
展
開
を
た
ど
っ

た
。S

ee
,
F
a
rg
o
,
su
pra n

o
te
33,

a
t
348,

352.

89
）

N
.J.S

.A
2
A
:
84
A
-21.

4
b
.

六

一
九
九
〇
年
代
の
「
危
機
」
か
ら
ミ
ラ
ー
事
件
へ

一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
に
つ
れ
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
英
雄
的
な
役
割
の
記
憶
が
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薄
れ
る
中
、
市
民
の
間
で
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
信
頼
度
は
低
下
し
て
い

90
）

っ
た
。
こ
れ
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
第

四
の
権
力
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
が
言
論
の
自
由
の
法
理
の
中
で
特
別
な
地
位
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
、
と
の
主
張
は
説
得
力
を
失
っ
て
い

っ
た
。

１

変
化
の
予
兆

具
体
的
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
下
級
審
判
決
は
、
報
道
機
関
の
享
受
す
る
第
一
修
正
上
の
権
利
は
、
一
般
市
民
が
享
受
す
る
権

利
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
一
般
市
民
が
負
う
義
務
に
よ
る
制
約
か
ら
自
由
で
は
な
い
、
と
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
判
決
か
ら
は
、
ブ
ラ
ン
ズ
バ
ー
グ
判
決
の
法
廷
意
見
へ
回
帰
す
る
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で

91
）

き
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
刑
事
事
件

に
お
い
て
、
法
を
執
行
す
る
政
府
の
利
益
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い

92
）

っ
た
。

こ
う
し
た
判
例
の
流
れ
と
並
行
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
態
度
に
も
変
化
が
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
は
、
メ
デ
ィ
ア
の

側
も
証
言
拒
絶
権
を
掲
げ
て
法
廷
で
し
ば
し
ば
争
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
は
召
喚
状
に
対
し
て
断
固
と

し
て
戦
う
姿
勢
を
弱
め
て
い
っ
た
。
政
府
や
検
察
の
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
証
拠
提
出
の
要
求
や
、
ま
た
召
喚
状
の
発
せ
ら
れ
る
こ
と
も

依
然
と
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
判
例
が
証
言
拒
絶
に
徐
々
に
消
極
的
に
な
っ
て
く
る
中
、
メ
デ
ィ
ア
は
む
し
ろ
政
府
と
の
交
渉
に

応
じ
、
証
言
や
提
出
す
る
文
書
の
範
囲
の
限
定
を
得
た
う
え
で
、
証
拠
提
出
に
応
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

93
）

っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
状
況
は
危
機
的
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
捜
査
当
局
に
よ
る
証
拠
の
提
出
に
対
し
、
つ
い
に
メ
デ

ィ
ア
も
表
立
っ
た
抵
抗
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
所
侮
辱
の
判
断
に
よ
り
、
記
者
や
報
道
機
関
に
対
し
高
額
な
罰

金
が
課
さ
れ
た
り
、
記
者
が
長
期
に
わ
た
り
投
獄
さ
れ
た
り
す
る
事
件
が
相
次

94
）

い
だ
。
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２

ミ
ラ
ー
事
件
へ

ミ
ラ
ー
事
件
は
、
こ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
。
ミ
ラ
ー
記
者
は
同
じ
時
期
に
ほ
か
の
事
件
で
、
取
材
源
の
秘
匿
を
か
け
て
法

廷
で
争
っ
て
い
る
。
連
邦
当
局
が
テ
ロ
へ
の
資
金
協
力
が
疑
わ
れ
る
宗
教
組
織
の
捜
査
に
入
ろ
う
と
い
う
前
日
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

タ
イ
ム
ズ
紙
が
対
象
の
組
織
の
代
表
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。
機
密
漏
洩
で
捜
査
を
開
始
し
た
政
府
は
、
ミ

ラ
ー
記
者
を
含
む
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
社
の
記
者
の
通
話
記
録
の
差
押
え
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ

イ
ム
ズ
側
は
、
記
録
は
第
一
修
正
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
取
材
源
秘
匿
権
で
保
護
さ
れ
る
と
主
張
し
て
、
宣
言
判
決
を
求
め
て
出
訴
し

た
。
第
一
審
の
裁
判
所
は
証
言
拒
絶
権
を
認
め
た
も
の
の
、
第
二
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
覆

95
）

し
た
。

ミ
ラ
ー
記
者
や
メ
デ
ィ
ア
社
会
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
に
、
彼
女
が
自
ら
の
身
柄
の
自
由
を
か
け
て
争
っ
た
Ｃ
Ｉ
Ａ
リ
ー
ク
事
件

は
、
メ
デ
ィ
ア
の
英
雄
的
活
動
と
は
到
底
い
え
な
い
事
例
だ

96
）

っ
た
。
ミ
ラ
ー
記
者
は
、
大
陪
審
に
よ
る
起
訴
の
対
象
と
な
る
犯
罪
行
為

の
一
部
に
関
与
し
た
当
事
者
と
な
っ
て
し
ま

97
）

っ
た
。
証
言
拒
絶
権
の
行
使
に
対
し
、
政
府
内
部
の
内
部
通
報
者w

h
istle b

lo
w
er

を

護
る
の
で
は
な
く
、
政
府
が
反
対
派
を
貶
め
る
企
て
を
庇
い
立
て
し
て
い
る
と
の
非
難
が
寄
せ
ら

98
）

れ
た
。

ミ
ラ
ー
記
者
が
投
獄
さ
れ
て
い
た
間
、
ミ
ラ
ー
記
者
本
人
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
社
に
対
す
る
世
論
の
風
当
た
り
は
厳
し
く

な
っ
て
い
た
。
既
に
ミ
ラ
ー
記
者
の
執
筆
に
よ
る
イ
ラ
ク
関
連
の
記
事
に
は
、
政
府
高
官
か
ら
の
情
報
に
基
づ
く
取
材
に
よ
り
、
イ
ラ

ク
戦
争
へ
の
突
入
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。
八
五
日
後
に
大
陪
審
へ
の
証
言
に
応
じ
、
投
獄
を
解
か
れ

た
ミ
ラ
ー
記
者
は
、
ほ
ど
な
く
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
社
を
退
職
し
て
い
っ
た
。

メ
デ
ィ
ア
の
証
言
拒
絶
に
否
定
的
な
判
決
が
相
次
ぎ
、
記
者
が
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
を
受
け
る
事
件
が
世
間
の
注
目
を
浴
び
る
中
、

そ
れ
ま
で
判
例
の
中
に
証
言
拒
絶
権
の
拡
張
傾
向
を
見
出
し
て
い
た
論
者
の
目
に
も
、
判
例
の
揺
り
戻
し
傾
向
は
明
ら
か
に
な
っ
て

99
）

き
た
。
従
来
は
証
言
拒
絶
権
を
肯
定
し
た
と
み
ら
れ
て
い
た
判
例
も
、
実
は
傍
論
で
容
易
に
区
別
で
き
る
判
示
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で

100
）

あ
る
。
論
者
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
い
ず
れ
も
従
来
の
判
例
に
の
っ
と
っ
た
適
切
な
判
断
だ
と
冷
や
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や
か
に
評
価
す
る
立
場
も
出
て
き
て

101
）

い
る
。

こ
う
い
っ
た
状
況
に
危
機
感
を
も
っ
た
学
者
や
報
道
関
係
者
の
間
か
ら
は
、
立
法
に
よ
る
対
処
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

連
邦
議
会
で
も
、
改
め
て
シ
ー
ル
ド
法
立
法
を
進
め
る
動
き
が
始
ま

102
）

っ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、
具
体
的
利
益
衡
量
の
基
準
を
定
め
、

限
定
的
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
法
案F

ree F
lo
w
 
o
f In

fo
rm
a
tio
n A

ct o
f
2007

が
連
邦
議
会
の
本
会
議
に
か
か
り
、
下
院
を
通
過

し
て

103
）

い
る
。

90
）

S
ee
,
P
a
trick M

.
G
a
rry

,
T
h
e T

rou
ble w

ith C
on
fid
en
tial S

ou
rces:

A
 
C
riticism

 
of th

e S
u
prem

e C
ou
rt’s In

terest-G
ou
rp V

iew
 
of th

e F
irst

 
A
m
en
d
m
en
t in

 
C
o
h
en v

.
C
o
w
les M

ed
ia C

o
.,
14
H
A
S
T
IN
G
S
 C

O
M
M
&
E
N
T
.
L
.J.
403,

405-09
(1992).

二
〇
世
紀
後
半
に
か
け
て
メ
デ
ィ
ア
の
寡
占
が
進

ん
で
い
っ
た
こ
と
も
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
懐
疑
的
な
見
方
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
要
因
と
さ
れ
る
。B

E
N
JA
M
IN
 H
.
B
A
D
G
IK
IA
N
,
T
H
E
 M

E
D
IA
 M

O
N
O
P
O
L
Y
(2d

 
ed
.

1987);
L
o
u
is J.

C
a
p
o
ca
sa
le,

C
o
m
m
en
t:
U
sin
g
 
th
e S

h
ield

 
as a

 
S
w
ord

:
A
n
 
A
n
alysis of

 
H
ow
 
th
e C

u
rren

t C
on
gression

al P
roposals for

 
a

 
R
eporter’s S

h
ield

 
L
aw
 
W
ou
n
d
 
th
e F

ifth
 
A
m
en
d
m
en
t,
20
S
T
.
J
O
H
N
’S
 J.L

.
C
O
M
M
.
339

(2006).

91
）

S
ee e.g.,

U
n
ited S

ta
tes v

.
C
u
tler,

6
F
. 3d

67,
71-73

(2d C
ir.

1993);
S
m
ith
,
135

F
. 3d a

t
968.

92
）

S
ee e.g.,

M
cK
ev
itt v

.
P
a
lla
sch

,
339

F
. 3d

530,
532-33

(7th C
ir.

2003).

93
）

F
elicity B

a
rrin

g
er,

In
 
a N

ew
 
A
tm
osph

ere,
P
ress Is S

ilen
t on

 
S
u
bpoen

a F
lu
rry

,
N
.Y
.
T
IM
E
S ,
A
p
r.
24,

1998,
a
t A

1.

94
）

注
目
を
浴
び
た
事
件
で
は
、
バ
リ
ー
・
ボ
ン
ズ
な
ど
著
名
な
運
動
選
手
に
よ
る
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
の
使
用
を
暴
い
た
新
聞
記
者
が
、
大
陪
審
へ
の
取
材
源
の
開
示
を
拒

否
し
た
と
こ
ろ
、
刑
事
上
の
裁
判
所
侮
辱
に
よ
り
一
八
ヶ
月
の
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。In

 
re
 
G
ra
n
d
 
Ju
ry
 
S
u
b
p
o
en
a
s
(F
a
in
a
ru
-W

a
d
a
),
438

F
.
S
u
p
p
.
2d

1111
(N
.D
.
C
a
l.
2006).

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
で
は
、
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
市
長
の
贈
収
賄
疑
惑
に
対
す
る
大
陪
審
の
審
理
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
よ
る
開
示
制
限
命

令
に
反
し
た
報
道
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
事
件
で
、
地
元
テ
レ
ビ
記
者
が
テ
ー
プ
の
入
手
経
路
に
関
す
る
特
別
検
察
官
の
質
問
に
応
じ
な
か
っ
た
と
し
て
、
民
事
上
の
裁

判
所
侮
辱
に
よ
り
一
日
あ
た
り
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
を
課
さ
れ
る
と
と
も
に
、
刑
事
上
の
裁
判
所
侮
辱
に
よ
り
四
ヶ
月
の
自
宅
拘
留
の
刑
に
服
し
た
。S

ee,
In
 
re

 
S
p
ecia

l P
ro
ceed

in
g
s,
373

F
. 3d

37,
41
(1st C

ir.
2004).

95
）

N
.Y
.
T
im
es C

o
.
v
.
G
o
n
za
les,

459
F
. 3d

160
(2d C

ir.
2006).

96
）

D
a
n
iel Jo

y
ce,

T
h
e Ju

d
ith
 
M
iller C

ase an
d
 
th
e R

elation
sh
ip betw

een R
eporter an

d
 
S
ou
rce:

C
om
petin

g V
ision

s of th
e M

ed
ia’s R

ole an
d

 
F
u
n
ction

,
17
F
O
R
D
H
A
M
 I
N
T
E
L
L .
P
R
O
P .
M

E
D
IA
&
E
N
T
.
L
.J.
555,

562-63
(2007).

97
）

S
ee
,
U
n
ited S

ta
tes v

.
L
ib
b
y
,
432

F
.
S
u
p
p
.
2d

26,
43
(D
.D
.C
.
2006).

98
）

D
o
n V

a
n N

a
tta Jr.,

et a
l.,
T
h
e M

iller
 
C
ase:

A
 
N
otebook,

a C
au
se,

a Jail C
ell an

d
 
a D

eal,
N
.Y
.
T
IM
E
S ,
O
ct.

16,
2005,

a
t
1.
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99
）

S
ee,

e.g.,
A
n
th
o
n
y L

.
F
a
rg
o
,
T
h
e Y

ear of L
eakin

g D
an
gerou

sly:
S
h
ad
ow
y S

ou
rces,

Jailed
 
Jou

rn
alists,

an
d
 
th
e U

n
certain F

u
tu
re of th

e
 

F
ed
eral Jou

rn
alist’s P

rivilege
,
14

W
M
.
&
M

A
R
Y
 B

IL
L
 
O
F
 R

T
S .
J.
1063

(2006)
(A
n
th
o
n
y L

.
F
a
rg
o
,
T
h
e Jou

rn
alist’s P

rivilege for
 
N
on
con

-

fid
en
tial In

form
ation

 
in
 
S
tates

 
W
ith
ou
t S
h
ield

 
L
aw
s,
7
C
O
M
M
.
L
.
&
P
O
L
’Y
241,

258-64
(2002);

A
n
th
o
n
y L

.
F
a
rg
o
,
T
h
e Jou

rn
alist’s P

rivilege
 

for
 
N
on
con

fid
en
tial In

form
ation

 
in
 
S
tates w

ith
 
S
h
ield

 
L
aw
s,
4
C
O
M
M
.
L
.
&
P
O
L
’Y
325,

342-49
(1999）

に
お
け
る
論
調
と
比
較
）.

100
）

Id
.
a
t
1079.

101
）

S
ee,

e.g.,
R
ecen

t C
ase:

E
vid

en
ce
-
Jou

rn
alist P

rivilege
-
D
istrict of C

olu
m
bia C

ircu
it H

old
s T

h
at P

rivacy A
ct S

u
it S

atisfies T
w
o
-P
ron

g
 

T
est T

o O
vercom

e Jou
rn
alist P

rivilege T
o C

on
ceal C

on
fid
en
tial S

ou
rces. -L

ee v
.
D
ep
a
rtm

en
t o
f Ju

stice,
4
1
3
 
F
.3 d

 
5
3
(D
.
C
.
C
ir.

2
0
0
5
),

119
H
A
R
V
.
L
.
R
E
V
.
1923,

1930
(2006);

W
ill E

.
M
esser,

O
pen

 
S
eason

 
on
 
th
e Jou

rn
alist’s P

rivilege:
D
o
 
R
ecen

t R
u
lin
gs R

epresen
t a

 
T
ren

d
 

A
gain

st A
ssertion

s of th
e P

rivilege or
 
P
roper

 
A
pplication

s of E
xistin

g L
aw
?
,
94
K
Y
.
L
.J.
421

(2006).

102
）

S
ee,

e.g.,
E
d
ito
ria
l,
T
h
e N

eed
 
for
 
a
 
F
ed
eral S

h
ield

,
N
.Y
.
T
IM
E
S ,
F
eb
.
17,

2005,
a
t A

28;
A
M
E
R
IC
A
N
 C

IV
IL
 L

IB
E
R
T
IE
S
 U

N
IO
N
,
P
U
B
L
IS
H

 
A
N
D
 P

E
R
IS
H
:
T
H
E
 N

E
E
D
 
F
O
R
 
A
 F

E
D
E
R
A
L
 R

E
P
O
R
T
E
R
S
’
S
H
IE
L
D
 L

A
W
(2007).

103
）

H
.R
.
2102,

110th C
o
n
g
.
(2007).

S
ee
,
E
d
ito
ria
l,
D
efen

d
in
g P

ress F
reed

om
,
N
.Y
.
T
IM
E
S ,
O
ct.

22,
2007,

a
t A

20.

七

改
め
て
比
較
法
の
試
み

１

表
現
の
自
由
と
証
拠
法
を
と
り
ま
く
政
治
的
磁
場

B
ra
n
zb
u
rg

以
降
の
証
言
拒
絶
権
を
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
裁
判
所
の
判
例
法
や
制
定
法
解
釈
、
議
会
の

シ
ー
ル
ド
法
立
法
、
さ
ら
に
執
行
府
の
恩
赦
と
、
三
権
が
相
互
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
裁
判
所
が
必
ず
し
も
表
現
の
自
由
の
擁
護
者
と
は
限
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
短
い
歴
史
の
中
で
も
、
第
一
修
正
を
振
り

か
ざ
し
言
論
の
自
由
を
擁
護
す
る
裁
判
官
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
半
世
紀
の
も
の
に
過
ぎ

104
）

な
い
。
政
府
三
権
の
ど
の
権
力

も
、
常
に
言
論
の
自
由
を
体
現
し
た
存
在
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
ど
の
権
力
も
言
論
の
自
由
に
一
貫
し
て
抑
圧
的
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
第
四
の
権
力
た
る
メ
デ
ィ
ア
も
、
立
法
・
執
行
府
・
司
法
府
に
対
す
る
自
由
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、

そ
れ
ら
へ
の
圧
力
団
体
と
し
て
立
ち
現
れ
、
必
ず
し
も
表
現
や
政
治
と
の
か
か
わ
り
で
一
義
的
な
存
在
で
は
な
い
。
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連
邦
最
高
裁
の
規
則
制
定
権
限
に
基
づ
く
連
邦
証
拠
法
の
草
案
が
、
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
て
よ
い
。

最
終
的
に
成
立
し
た
連
邦
証
拠
法
で
は
、
三
権
分
立
に
加
え
、
連
邦
制
に
よ
る
権
力
分
散
機
能
も
動
員
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
強
烈
な
政
治
的
磁
場
と
対
照
的
に
、
日
本
の
表
現
の
自
由
や
証
拠
法
は
、
政
治
的
真
空
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、
報
道
関
係
者
に
よ
る
証
言
拒
絶
の
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
裁
判
所
で
問
題
と
な
っ
て
こ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
立
法
論
も
具
体
的
な
法
制
に
結
び
つ
く
形
で
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

105
）

っ
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
制
度
的
背

景
と
思
想
的
背
景
を
検
討
す
る
。

２

裁
判
所
の
権
力

日
本
に
お
い
て
証
言
拒
絶
権
の
行
使
が
活
発
で
な
い
理
由
と
し
て
、
個
々
の
事
件
に
お
け
る
日
本
の
裁
判
所
の
判
断
手
法
と
当
事
者

や
弁
護
士
の
実
務
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
の
民
事
訴
訟
実
務
に
お
い
て
は
、
証
言
が
拒
絶
さ
れ
て
も
、
訴
訟

代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
が
自
発
的
に
質
問
を
変
え
た
り
、
裁
判
所
が
そ
の
旨
の
事
実
上
の
勧
告
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
紛
争
が
回

避
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
さ

106
）

れ
る
。
そ
し
て
、
実
務
上
は
、
裁
判
所
の
心
証
に
対
す
る
影
響
を
考
慮
し
、
正
面
き
っ
て
証
言
拒
絶
を
す

る
例
は
少
な
い
と

107
）

い
う
。
他
方
、
裁
判
所
の
側
で
も
、
証
言
拒
絶
権
が
行
使
さ
れ
た
事
情
を
必
ず
し
も
心
証
判
断
か
ら
排
除
す
べ
き
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で

108
）

あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
「
法
定
の
手
続
き
に
よ
ら
な
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
柔
ら
か
な
運
用
」
と
呼

ば
れ
る
こ
と
さ
え

109
）

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
柔
ら
か
さ
、
す
な
わ
ち
心
証
判
断
を
握
っ
た
裁
判
官
が
証
拠
判
断
を
行
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ

カ
に
お
い
て
は
大
き
な
権
力
の
行
使
と
み
な
さ
れ
る
。

陪
審
は
ま
た
、
政
府
の
権
力
を
抑
制
し
均
衡
を
保
つ
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
当
事
者
対
抗
主
義
も
、
陪
審
制
度
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と
と
も
に
、
こ
の
機
能
を
果
た
す
の
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
裁
判
官
で
は
な
く
陪
審
が
有
罪
・
無
罪
の
判
断
を
下
す
こ

と
の
お
か
げ
で
、
弁
護
士
は
、
法
的
な
争
点
に
つ
い
て
裁
判
官
に
対
し
や
り
た
い
だ
け
主
張
を
ぶ
つ
け
つ
つ
、
同
時
に
裁
判
官
の

不
興
を
買
う
こ
と
で
有
罪
無
罪
の
判
断
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
ず
に
済
む
の
で
あ
る
。
…
…
ア
ク
ト
ン
卿
が
述
べ
た
よ
う
に
、

権
力
は
腐
敗
し
、
絶
対
的
権
力
は
絶
対
的
に
腐
敗
す
る
と
す
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
を
運
営
す
る
最
も
安
全
な
方
法
と
い
う
の
は
、
証

拠
を
提
出
す
る
権
限
を
検
察
と
弁
護
側
に
分
割
し
、
判
断
の
権
限
を
裁
判
官
と
陪
審
に
分
割
す
る
こ
と
で

110
）

あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が
裁
判
官
の
心
証
を
慮
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
な
手
続
法
的
主
張
、
こ
の
場
合
は
証
言
拒
絶
の
主
張
を
し
な

い
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
は
、
裁
判
官
に
対
し
や
り
た
い
だ
け
の
主
張
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
闊
達
な

法
的
議
論
を
支
え
る
の
が
、
裁
判
所
が
裁
判
官
と
陪
審
に
分
割
さ
れ
、
裁
判
官
の
権
力
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
裁
判

構
造
で
あ
る
。
こ
の
法
的
議
論
の
応
酬
は
、
裁
判
外
で
の
議
論
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
ア
メ
リ
カ
の
立
法
府
に
お
け
る
シ
ー
ル
ド
法
を

め
ぐ
る
議
論
は
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
た
裁
判
を
受
け
て
盛
り
上
が
る
こ
と
が

111
）

多
い
。

日
本
で
は
、
証
拠
に
関
す
る
判
断
を
下
す
裁
判
官
に
心
証
判
断
ま
で
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
裁
判
官
の
証
拠
判
断
が
大
き
な
権

力
の
行
使
と
は
認
識
さ
れ
な
い
。
我
々
日
本
人
の
視
点
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
侮
辱
の
力
は
強
大
な
権
力
行
使
で
あ
る
が
、
ア
メ

リ
カ
人
の
眼
に
は
、
心
証
判
断
を
握
っ
た
裁
判
官
に
よ
る
証
拠
判
断
が
大
き
な
権
力
行
使
と
し
て

112
）

映
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
最

終
的
な
心
証
判
断
を
行
う
小
陪
審
の
ほ
か
に
も
、
刑
事
事
件
の
起
訴
段
階
を
担
当
す
る
大
陪
審
に
、
検
察
や
警
察
よ
り
強
力
な
証
拠
収

集
権
力
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
な
ど
、
陪
審
に
権
力
抑
制
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

３

証
言
拒
絶
の
背
後
に
あ
る
裁
判
像

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
言
拒
絶
権
に
つ
い
て
、
日
本
の
代
表
的
な
解
説
は
、
次
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
を
引
用
し
つ
つ
、
秘
密
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を
守
る
こ
と
の
意
義
を
説
き
起
こ
し
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
の
二
大
悲
劇
詩
人
の
一
人
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
（E

u
rip
id
es

）
は
、「
沈
黙
は
最
高
の
美
徳
で
あ
る
」
と
し
、
秘
密
を
守

る
不
屈
の
意
志
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
英
雄
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
代
の
社
会
に
お
い
て
も
、
秘

密
を
守
る
べ
き
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
価
値
を
根
拠
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
守
秘
義
務
を
反
映
し

て
、
訴
訟
の
証
拠
調
べ
に
お
い
て
｜
｜
例
外
的
で
は
あ
る
が
｜
｜
真
実
発
見
に
優
先
し
て
証
人
に
証
言
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
て

113
）

い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
挿
話
は
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
言
拒
絶
権
の
規
定
に
対
応
し
て
い
る
。

平
成
一
八
年
決
定
に
対
し
て
学
界
は
お
お
む
ね
肯
定
的
反
応
を
し
め
し
た
。
批
判
的
な
論
者
の
中
に
も
、
秘
密
を
守
る
利
益
を
損
な

う
と
の
批
判
は
あ
っ
て
も
、
過
度
に
秘
密
を
認
め
す
ぎ
る
と
の
懸
念
は
み
ら
れ
な
い
。
比
較
衡
量
に
批
判
的
な
論
者
は
、
民
事
訴
訟
法

の
証
言
拒
絶
権
の
規
定
を
強
く
読
み
、
国
会
が
秘
匿
に
公
益
が
認
め
た
も
の
で
、
真
実
発
見
の
要
請
は
犠
牲
に
さ
れ
た
と
解
す
る
。
す

な
わ
ち
、
比
較
衡
量
は
既
に
立
法
段
階
で
終
わ
っ
た
と
さ

114
）

れ
る
。

こ
の
論
理
は
、
第
一
修
正
で
既
に
利
益
衡
量
は
終
わ
っ
た
と
し
て
、
絶
対
的
な
証
言
拒
絶
権
を
主
張
し
た
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
に
よ
る

B
ra
n
zb
u
rg

判
決
の
反
対
意
見
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
法
の
伝
統
は
、
訴
訟
当
事
者
が
証
拠
を
収
集
で
き
る
と
い
う
利

益
を
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
優
越
す
る
利
益
と
し
て
認
め
て
き
て
お
り
、
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
の
見
解
が
判
例
法
で
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。

次
の
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
は
、
日
本
に
お
け
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
挿
話
と
は
対
照
的
な
裁
判
像
が
見
出

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
伝
統
的
に
権
威
を
与
え
ら
れ
て
い
る
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
証
拠
法
の
体
系
書
の
み
な
ら
ず
、
本
稿
で
扱
っ
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た
判
例
や
文
献
に
し
ば
し
ば
引
用
さ

115
）

れ
る
。

ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
皇
太
子
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
、
大
法
官
が
同
じ
馬
車
で
や
っ
て
き
た
と
す
る
。
そ
の
時
、
煙
突
掃
除
夫
と
行

商
人
の
女
が
、
半
ペ
ニ
ー
か
そ
こ
ら
の
リ
ン
ゴ
を
巡
っ
て
争
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
煙
突
掃
除
夫
と
行
商
人
の
女
が
、
彼

ら
に
証
人
と
な
っ
て
も
ら
う
の
が
よ
い
、
と
考
え
た
と
す
る
。
彼
ら
は
拒
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

い
い
や
、
そ
ん
な
こ

と
は
決
し
て
で
き
は
し

116
）

な
い
。

こ
の
一
節
の
含
意
は
、
単
な
る
裁
判
で
の
真
実
の
強
調
に
は
留
ま
ら
な
い
。
聖
職
・
世
俗
の
権
力
の
頂
点
で
さ
え
証
言
を
拒
絶
で
き

な
い
。
し
か
も
、
卑
し
い
身
分
の
男
女
で
さ
え
そ
の
証
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
証
言
強
制
を
伴
う
裁
判
が
、
平
等

と
民
主
主
義
を
体
現
す
る
場
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て

117
）

い
る
。

実
際
、
民
事
訴
訟
の
和
解
や
刑
事
訴
訟
の
司
法
取
引
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
は
、
純
粋
な
真
実
の
実
現
を
め
ざ

す
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
に
お
け
る
真
実
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
裁
判
外
で
証
拠
を
収
集
で
き
な
い
非
権
力
者
の
も
つ
権
利

だ
と
位
置
づ
け

118
）

ら
れ
、
裁
判
に
お
け
る
「
事
実
」
は
こ
の
観
点
か
ら
「
真
実
」
を
積
極
的
に
加
工
し
た
も
の
と
さ
え
い

119
）

え
る
。
本
稿
の

事
例
で
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
シ
ー
ル
ド
法
の
絶
対
的
免
責
を
破
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
判
例
が
、
被
告
人
が
有
す
る
権
利
に
根
拠
を
求

め
た
の
が
、
こ
れ
に
符
合
す
る
。

さ
ら
に
先
の
ベ
ン
サ
ム
の
一
節
は
、“T

h
e p
u
b
lic h

a
s a rig

h
t to ev

ery m
a
n
’s ev

id
en
ce”

と
い
う
理
念
を
い
み
じ
く
も
表
現

す
る
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
理
念
が
最
も
説
得
力
を
も
つ
の
が
、
大
陪
審
に
お
け
る
証
言
強
制
の
場
面
だ
っ
た
。
捜
査
当
局

側
の
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
制
限
さ
れ
、
中
で
も
真
実
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
た
の
が
二
三
人
の
市
民
か
ら
な
る
大
陪
審
だ
っ

た
。
こ
の
意
味
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
に
お
け
る
証
言
強
制
は
、
民
主
主
義
の
情
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
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４

利
益
衡
量
と
社
会
的
意
義

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
日
米
の
制
度
と
理
念
の
両
面
の
違
い
は
、
具
体
的
な
利
益
衡
量
に
も
反
映
さ
れ
る
。
平
成
一
八
年
決
定
の
示
し

た
衡
量
要
素
を
改
め
て
み
て
み
る
。

当
該
取
材
源
の
秘
密
が
保
護
に
値
す
る
秘
密
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
①
当
該
報
道
の
内
容
、
性
質
、
そ
の
持
つ
社
会
的
な
意
義
・

価
値
、
②
当
該
取
材
の
態
様
、
③
将
来
に
お
け
る
同
種
の
取
材
活
動
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
不
利
益
の
内
容
、
程

度
等
と
、
④
当
該
民
事
事
件
の
内
容
、
性
質
、
そ
の
持
つ
社
会
的
な
意
義
・
価
値
、
⑤
当
該
民
事
事
件
に
お
い
て
当
該
証
言
を
必

要
と
す
る
程
度
、
代
替
証
拠
の
有
無
等
の
諸
事
情
を
比
較
衡
量
し
て
決
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

「
当
該
」
報
道
や
「
当
該
」
民
事
事
件
は
個
別
化
さ
れ
、
そ
の
上
で
社
会
的
な
意
義
・
価
値
が
比
較
衡
量
に
か
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
報
道
（
言
い
換
え
る
と
言
論
）
や
民
事
事
件
の
個
別
の
価
値
、
そ
れ
も
社
会
に
お
け
る
価
値
が
、
定
性
的
に
で
あ
れ
定
量
的
に
で

あ
れ
同
定
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
個
別
の
報
道
や
民
事
事
件
の
社
会
に
お
け
る
価
値
の
比
較
衡
量

は
、
証
拠
の
採
否
を
決
定
し
最
終
的
に
自
由
心
証
に
基
づ
く
判
断
を
握
る
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
。

平
成
一
八
年
決
定
に
お
け
る
最
高
裁
の
示
し
た
具
体
的
な
利
益
衡
量
を
み
て
み
よ
う
。

本
件
基
本
事
件
は
…
…
社
会
的
意
義
や
影
響
の
あ
る
重
大
民
事
事
件
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
本
件
基
本

事
件
は
そ
の
手
続
が
未
だ
開
示
（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
）
の
段
階
に
あ
り
、
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
当
該
取
材
源
に
係
る

証
言
を
得
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
っ
た
事
情
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
こ
の
事
件
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
記
者
に
よ
る
証
言
は
、
基
本
事
件
で
原
告
の
主
張
し
た
因
果
関
係
の
不
可
欠
な
一
部
だ
っ
た
だ
け
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で
な
く
、
ま
さ
に
民
事
事
件
の
も
つ
重
大
性
を
大
き
く
左
右
す
る
鍵
だ
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
記
者
が
証
言
に
よ
っ
て
取
材
源
を
明
ら
か
に

し
、
そ
れ
が
国
税
庁
関
係
者
だ
っ
た
場
合
に
は
、
日
本
の
国
家
公
務
員
に
よ
る
国
際
条
約
上
の
義
務
違
反
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま

る
。
逆
に
、
裁
判
官
が
「
社
会
的
意
義
や
影
響
の
あ
る
重
大
民
事
事
件
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
」
い
と
し
て
証
言
拒
絶
を

退
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
事
件
は
社
会
的
意
義
や
影
響
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
終
わ
り
、
基
本
事
件
も
意
味
を
失
っ
て
し

120
）

ま
う
。
最
高
裁

の
判
示
を
前
提
と
す
れ
ば
、
裁
判
官
の
早
い
段
階
で
の
否
定
的
な
心
証
に
基
づ
く
証
拠
上
の
判
断
に
よ
り
、
国
政
に
関
す
る
重
大
問
題

が
民
事
訴
訟
を
通
じ
て
公
に
な
る
可
能
性
が
封
じ
ら
れ
か
ね
な
い
。

社
会
的
意
義
を
い
か
に
同
定
す
る
か
に
も
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
意
義
の
大
き
な
訴
訟
の
典
型
例
と
し
て
は
、
被
害
者
が

全
国
に
多
数
存
在
す
る
よ
う
な
薬
害
事
件
や
公
害
事
件
に
関
す
る
民
事
事
件
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら

121
）

れ
る
。
し
か

し
、
薬
害
を
訴
え
る
一
人
の
患
者
が
限
ら
れ
た
証
拠
を
も
と
に
起
こ
す
訴
訟
の
よ
う
に
、
ま
だ
大
規
模
な
裁
判
に
発
展
し
て
い
な
い
小

さ
な
事
件
が
、
社
会
的
意
義
が
小
さ
い
と
い
え
る
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
訴
訟
で
こ
そ
、
原
告
は
裁

判
所
に
よ
ら
ず
し
て
は
証
拠
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
裁
判
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
必
要
性
は
な
お
大
き
い
。
本
決
定
の
判
断
基
準
に

お
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
が
社
会
的
意
義
を
問
わ
れ
、
社
会
的
意
義
の
認
め
ら
れ
な
い
訴
訟
は
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
許
さ
れ
な
い
。

平
成
一
八
年
決
定
が
、
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
方
向
で
比
較
衡
量
基
準
を
示
し
た
背
景
に
は
、
取
材
源
が
開
示
さ
れ

る
と
報
道
機
関
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
き
た
す
、
ま
た
報
道
機
関
の
業
務
が
国
民
の
知
る
権
利
に
資
す
る
と
の
認
識
が
あ
る
。
し
か

し
、
前
者
の
認
識
に
つ
い
て
は
、B

ra
n
zb
u
rg

事
件
で
ま
さ
に
そ
の
実
証
的
根
拠
が
争
わ
れ
た
。
後
者
の
認
識
に
つ
い
て
も
、
ミ
ラ

ー
事
件
に
お
け
る
ミ
ラ
ー
記
者
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
報
道
に
対
し
、
国
民
の
知
る
権
利
に
資
す
る
ど
こ
ろ
か
、
権
力
の

手
先
に
な
っ
た
と
の
批
判
さ
え
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
自
明
の
命
題
で
は
な
い
。
平
成
一
八
年
決
定
で
問
題
と
な
っ
た
報
道
も
、
国

税
庁
か
ら
の
不
透
明
な
リ
ー
ク
を
横
並
び
で
垂
れ
流
し
た
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
構
造
的
に
は
同
じ
批
判
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
報

道
だ
っ
た
。
一
２
で
引
用
し
た
長
谷
部
教
授
の
コ
メ
ン
ト
も
、
同
様
に
自
ら
の
人
身
の
自
由
を
賭
け
て
で
も
証
言
拒
絶
を
貫
く
英
雄
的
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な
報
道
関
係
者
を
想
定
す
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
六
１
で
み
た
ア
メ
リ
カ
の
報
道
機
関
は
、
そ
の
よ
う
な
英
雄
像
か
ら
の
逸
脱
を

示
し
て
い
た
。

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
認
識
の
当
否
に
留
ま
ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
認
識
の
根
拠
が
公
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
裁
判
は
、
取
材

源
の
開
示
が
報
道
活
動
の
妨
げ
に
な
る
の
か
、
ま
た
報
道
機
関
が
国
民
の
知
る
権
利
に
資
す
る
も
の
か
、
そ
の
認
識
の
当
否
を
争
い
、

証
拠
と
議
論
を
通
じ
て
判
断
を
下
せ
る
場
を
提
供
す
る
。
し
か
し
、
平
成
一
八
年
決
定
の
比
較
衡
量
は
、
こ
れ
ら
の
論
点
の
結
論
を
先

取
り
し
、
取
材
源
と
と
も
に
根
拠
と
議
論
を
闇
に
葬
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
点
は
、
日
本
で
は
必
ず
し
も
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
坂
田
教
授
は
、
平
成
一
八
年
決
定
を
次
の
よ
う
に
評
し

て
い
る
。

言
論
の
自
由
と
い
う
価
値
と
裁
判
の
公
正
と
い
う
価
値
が
裸
の
ま
ま
で
対
峙
す
る
と
き
に
は
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
言
論
の
自
由

の
保
護
に
若
干
の
ア
ド
バ
ン
テ
イ
ジ
を
認
め
る
ほ
う
が
、
よ
り
妥
当
で
、
実
務
的
な
判
断
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
件

最
高
裁
決
定
が
、
結
果
的
に
、
そ
の
よ
う
な
方
向
を
示
し
た
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
と
い
え

122
）

よ
う
。

こ
こ
で
は
、「
言
論
の
自
由
」
と
「
裁
判
の
公
正
」
と
の
比
較
不

123
）

能
性
の
認
識
か
ら
、「
実
務
的
な
判
断
」
へ
の
消
極
的
支
持
が
示
さ

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
価
値
の
衝
突
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
証
言
拒
絶
権
の
争
わ
れ
た
事
件
を
扱
っ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁

は
、
異
な
る
捉
え
方
を
示
す
。

本
件
上
訴
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
互
い
に
競
合
す
る
理
念
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
者
か
ら
証
拠
を
得
ら
れ
る
と
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い
う
市
民p

u
b
lic

の
権
利
と
、
な
に
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
情
報
の
流
通
へ
の
市
民
の
権
利
と
の
相
克
で

124
）

あ
る
。

公
正
な
裁
判
と
表
現
の
自
由
が
、
市
民
へ
の
情
報
と
い
う
観
点
か
ら
並
列
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
市
民
」
と
訳
し
た

p
u
b
lic

の
利
益
が
関
わ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
個
人
の
権
利
義
務
に
留
ま
ら
な
い
広
が
り
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。P

u
b
lic

は
「
国
民
」

と
も
訳
せ
る
が
、
国
家
権
力sta

te

と
い
っ
た
権
威
的
な
用
語
と
は
異
な
る
。

こ
こ
で
は
、
表
現
の
自
由
の
共
有
主
体
が
ま
さ
に
証
拠
を
得
る
権
利
の
主
体
と
な
る
。
ま
た
、
証
拠
を
集
め
事
実
を
認
定
す
る
陪
審

と
、
情
報
の
流
通
を
媒
介
す
る
報
道
機
関
は
、
真
実
解
明
と
い
う
競
合
す
る
役
割
を
果
た
し
て

125
）

い
る
。
市
民
な
い
し
主
権
者
国
民
は
、

誰
も
が
裁
判
の
場
を
通
じ
て
証
拠
を
集
め
る
、
す
な
わ
ち
「
知
る
」
こ
と
が
で
き
る
。「
知
る
」
場
を
提
供
す
る
裁
判
所
は
、「
知
る
権

利
」
に
資
す
る
と
さ
れ
る
報
道
機
関
と
機
能
的
に
並
び
立
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
言
論
の
自
由
」
と
「
裁
判
の
公
正
」
と
い
う

二
つ
の
競
合
す
る
理
念
は
、
比
較
は
困
難
で
も
、
か
な
ら
ず
し
も
「
比
較
不
能
な
価
値
」
で
は
な
い
。

具
体
的
な
比
較
衡
量
の
判
断
に
関
連
し
て
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
証
拠
法
の
体
系
書
か
ら
引
用
し
よ
う
。

一
つ
の
事
件
の
主
張
に
関
す
る
営
み
は
、
取
る
に
足
ら
ぬ
個
人
的
な
も
の
で
も
、
そ
の
帰
結
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
つ
一

つ
の
裁
判
に
、
潜
在
的
に
は
、
社
会
全
体
が
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
活
力
に
満
ち
た
司
法
の
過
程
は
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く

続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
度
の
途
切
れ
は
、
社
会
の
疲
労
の
現
れ
で
あ
る
。
続
け
ざ
ま
に
途
切
れ
る
と
、
そ
れ
は
社
会

の
分
解
を
意
味
す
る
。
一
つ
一
つ
の
裁
判
の
些
細
さ
や
個
別
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
証
言
の
義
務
が
、
特
定
の
争
い
の
当
事
者
に
対

し
て
で
は
な
く
、
社
会
全
体
に
対
す
る
永
続
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
消
え
去
る
の
で

126
）

あ
る
。

社
会
の
利
益
を
考
え
れ
ば
こ
そ
、
個
別
の
事
件
の
些
細
さ
、
個
別
性
を
云
々
す
る
こ
と
が
拒
絶
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
四
で
み
た
よ
う
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に
、B

ra
n
zb
u
rg

後
の
下
級
審
で
、
比
較
衡
量
に
お
い
て
「
社
会
的
意
義
」
の
重
み
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
符
合
す
る
。

５

比
較
法
か
ら
の
示
唆

本
稿
で
み
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
に
お
い
て
一
般
に
想
定
さ
れ
る
裁
判
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
な
り
異
な
っ
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
証
言
拒
絶
権
は
、
し
ば
し
ば
政
治
的
文
脈
、
す
な
わ
ち
社
会
の
各
所
に
お
け
る
権
力
の
分
配
と
い
う
形
で

語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
権
力
を
細
分
化
す
る
た
め
に
、
立
法
、
執
行
、
司
法
の
三
権
分
立
、
第
四
の
権
力
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
、
連
邦

制
、
陪
審
制
が
動
員
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
衝
突
す
る
こ
と
に
よ
る
抑
制
と
均
衡
が
期
待
さ
れ
る
。
裁
判
所
に
つ
い
て
い
え
ば
、

裁
判
所
の
証
言
強
制
に
は
強
力
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
伴
っ
た
権
限
行
使
が
期
待
さ
れ
る
一
方
、
裁
判
官
に
よ
る
証
拠
上
の
判
断
に
伴
う

権
力
性
が
警
戒
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
理
念
が
、
裁
判
官
を
含
む
政
府
の
権
力
に
対
し
陪
審
の
チ
ェ
ッ
ク
を
期
待

し
、
裁
判
に
お
け
る
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
非
権
力
者
の
権
利
と
捉
え
る
と
い
っ
た
態
度
に
象
徴
さ
れ
る
、
平
等
と
民
主
主
義
へ
の
情

念
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
い
え
ば
、
裁
判
所
は
市
民
の
「
知
る
権
利
」
の
観
点
か
ら
メ
デ
ィ
ア
と
並
び
立
つ

存
在
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
制
度
的
に
も
理
念
的
に
も
大
き
く
異
な
る
法
体
系
か
ら
教
訓
を
導
く
の
は
、
危
険
な
行
為
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
分
散

さ
れ
た
権
力
同
士
が
衝
突
し
あ
う
ア
メ
リ
カ
は
、
権
力
の
対
立
が
表
面
化
し
に
く
い
日
本
の
状
況
を
考
察
す
る
際
に
、
一
つ
の
有
用
な

分
析
枠
組
み
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
敢
え
て
二
・
三
の
示
唆
を
得
よ
う
と
試
み
る
。

ま
ず
解
釈
論
と
し
て
、
裁
判
官
に
よ
る
証
拠
採
否
の
判
断
に
お
け
る
権
力
性
を
警
戒
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
一
八
年
判
決
の
と
っ
た

比
較
衡
量
論
に
お
い
て
、
訴
訟
や
報
道
の
社
会
的
意
義
に
実
質
的
な
重
み
を
与
え
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
生
ず
る
。
裁
判
官
に
よ
る
早

い
段
階
に
お
け
る
心
証
が
、
訴
訟
の
行
方
を
決
定
し
、
最
終
的
な
結
論
を
左
右
し
か
ね
な
い
。
裁
判
官
が
社
会
的
意
義
の
あ
る
言
論
や

社
会
的
価
値
の
あ
る
訴
訟
を
選
別
す
る
こ
と
も
、
警
戒
す
る
必
要
が
あ
る
。
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具
体
的
解
釈
と
し
て
は
、
裁
判
に
お
け
る
証
拠
の
必
要
性
が
比
較
衡
量
の
中
心
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
報

道
の
自
由
が
争
点
と
な
ら
な
い
事
件
に
お
け
る
裁
判
官
の
証
拠
採
否
の
判
断
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
く
、
空
虚
な
判
断
基
準
に
も
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
証
言
拒
絶
が
争
わ
れ
る
裁
判
に
お
い
て
は
、
証
拠
の
必
要
性
の
有
無
、
と
り
わ
け
証
拠
を
求
め
る
側
が

報
道
関
係
者
以
外
か
ら
証
拠
を
収
集
す
る
努
力
を
十
分
に
尽
く
し
た
か
否
か
は
、
実
質
的
に
判
断
を
左
右

127
）

す
る
。
例
え
ば
Ｄ
Ｃ
巡
回
区

は
、Z

erilli v
.
S
m
ith

に
お
い
て
、
報
道
関
係
者
に
証
言
を
求
め
た
訴
訟
当
事
者
が
、
他
の
情
報
源
か
ら
証
拠
を
収
集
す
る
義
務
を

果
た
さ
な
か
っ
た
と
し
て
、
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
を
認
め
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
証
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
が
、
報
道

関
係
者
以
外
で
も
四
人
は
い
た
と
さ

128
）

れ
た
。
他
方
、
同
じ
巡
回
区
のL

ee v
.
D
ep
a
rtm

en
t o
f Ju

stice

は
、
原
告
が
四
二
〇
人
に
証

拠
開
示
請
求
を
行
っ
た
が
お
お
か
た
拒
絶
さ
れ
、
ま
た
実
際
に
政
府
関
係
者
一
二
人
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
関
係
者
八
人
に
対
し
証
言
録
取
を
行
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
必
要
な
情
報
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
件
で
、
他
の
情
報
源
か
ら
の
証
拠
収
集
の
努
力
は
十
分
に
果
た
さ
れ
た
と
し

て
、
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
の
主
張
を
退

129
）

け
た
。
平
成
一
八
年
決
定
は
、
証
拠
開
示
（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
）
手
続
き
の
終
盤
に
な
っ

て
、
五
〇
名
を
超
え
る
証
人
尋
問
の
後
に
下
さ
れ
た
決
定
だ
と
さ
れ
て

130
）

お
り
、
証
言
を
得
る
必
要
性
が
高
か
っ
た
と
考
え
る
余
地
が
小

さ
く
な
い
。

そ
し
て
、
立
法
論
と
し
て
、
裁
判
を
通
じ
た
証
拠
収
集
が
非
権
力
者
の
権
利
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
の
観
点
か
ら
、
広
範
か

つ
絶
対
的
な
証
言
拒
絶
権
を
立
法
で
認
め
る
こ
と
に
も
、
疑
問
が
生
ず
る
。「
沈
黙
は
最
高
の
美
徳
」
と
い
い
う
る
場
面
も
あ
る
だ
ろ

う
が
、
恣
意
的
権
力
を
庇
う
秘
密
も
存
在
す
る
。
立
法
府
が
秘
密
の
「
公
益
性
」
を
定
義
で
き
る
ほ
ど
信
頼
に
た
る
と
は
い
え
ず
、
む

し
ろ
訴
訟
の
当
事
者
が
裁
判
を
通
じ
て
恣
意
的
な
秘
密
を
貫
く
契
機
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
恣
意
的
な
証
拠
開
示
請
求
も
あ
る
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
警

察
や
検
察
に
よ
る
嫌
が
ら
せ
的
な
召
喚
状
の
請
求
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
勝
ち
目
の
な
い
嫌
が
ら
せ
の
証
言
の
要
求
は
退
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
判
断
こ
そ
立
法
府
よ
り
司
法
府
の
方
が
適
し
て
い
る
。
証
言
拒
絶
権
の
規
定
か
ら
、
一
義
的
に
立
法
府
に
よ
る

181

証言拒絶権と裁判の公正（溜箭将之)



公
益
の
認
定
と
真
実
発
見
の
犠
牲
を
導
く
こ
と
に
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

104
）

L
A
W
R
E
N
C
E
 M
.
F
R
IE
D
M
A
N
,
A
M
E
R
IC
A
N
 L

A
W
 
IN
 
T
H
E
20

T
H
 C

E
N
T
U
R
Y
,
9
(2002);

K
A
T
H
L
E
E
N
 M

.
S
U
L
L
IV
A
N
&
G
E
R
A
L
D
 G

U
N
T
H
E
R
,
C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
-

N
A
L
 L

A
W
,
984

(5th ed
.
2004).

105
）

春
日
・
前
掲
注
（
22
）
一
五
七
頁
。
報
道
関
係
者
の
視
点
か
ら
の
民
訴
法
改
正
作
業
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
、
飯
室
勝
彦
「
改
正
民
訴
法
か
ら
消
え
た
メ
デ
ィ
ア

の
証
言
拒
絶
権
」
法
セ
五
〇
一
号
一
八
頁
（
一
九
九
六
）
参
照
。

106
）

門
口
正
人
編
集
代
表
『
民
事
証
拠
法
大
系
・
第
三
巻
』（
二
〇
〇
三
）〔
早
田
尚
貴
執
筆
〕
八
四
頁
。
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
実
務
で
は
証
言
拒
否
を
し
て
も
そ
れ

以
上
証
言
を
求
め
ず
、
事
実
上
の
拒
否
権
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
内
田
文
昭
ほ
か
『
刑
事
訴
訟
法
』（
一
九
九
三
）
一
七
四
頁
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
７
）
一
五
七
頁
。

107
）

春
日
・
前
掲
注
（
22
）
一
五
二
頁
注
60
。

108
）

門
口
・
前
掲
注
（
106
）
八
八
頁
。
否
定
的
な
学
説
も
存
在
す
る
（
松
本

上
野
・
前
掲
注
（
25
）
四
〇
一
頁
）
が
、
実
際
の
心
証
判
断
で
完
全
に
排
除
す
る
の
は
難

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

109
）

門
口
・
前
掲
注
（
106
）
八
四
頁
。

110
）

R
A
N
D
O
L
P
H
 N
.
J
O
N
A
K
A
IT
,
T
H
E
 A

M
E
R
IC
A
N
 J
U
R
Y
 S

Y
S
T
E
M
,
181-82

(2003),
q
u
o
tin
g
 
fro

m
 
G
E
O
R
G
E
 P
.
F
L
E
T
C
H
E
R
,
A
 
C
R
IM
E
 
O
F
 S

E
L
F -D

E
F
E
N
S
E
:

B
E
R
N
H
A
R
D
 G

O
E
T
Z
 
A
N
D
 
T
H
E
 L

A
W
 
O
N
 T

R
IA
L ,
7-8

(1988).

111
）

例
え
ば
ミ
ラ
ー
事
件
やF

a
rb
er

記
者
事
件
の
推
移
、
ま
た
前
掲
注
（
88
）
参
照
。

112
）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
官
と
陪
審
の
分
割
は
、
裁
判
官
の
権
力
を
可
視
化
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
裁
判
を
含
め
た
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
権
力

性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
早
川
吉
尚
「
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
権
力
性
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る
手
続
き
の
柔
軟
化
」
早
川
ら
編
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基
本
的
視
座
』（
二
〇
〇
四
）

三
頁
。

113
）

春
日
・
前
掲
注
（
22
）
一
二
四
頁
。

114
）

松
本
・
前
掲
注
（
８
）
一
三
一
頁
。

115
）

S
ee
,
8
W

IG
M
O
R
E ,
su
pra n

o
te
66,

2192,
a
t
71;

B
ra
n
zb
u
rg v

.
H
a
y
es,

408
U
.S
.
665,

688
n
. 26

(1972);
In
 
re S

ch
u
m
a
n
,
552

A
.
2d

602,
605

n
. 5
(N
.J.
1989).

116
）

Jerem
y
 
B
en
th
a
m
,
D
rau

gh
t for

 
th
e O

rgan
ization

 
of
 
Ju
d
icial E

stablish
m
en
ts
(1827),

in
4
T
H
E
 W

O
R
K
S
 
O
F
 J
E
R
E
M
Y
 B

E
N
T
H
A
M
305,

320

(B
o
w
rin
g ed

.
1843).

117
）

な
お
、
ベ
ン
サ
ム
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
不
合
理
で
非
効
率
的
な
裁
判
制
度
に
批
判
的
だ
っ
た
。
原
典
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
裁
判
制
度
に
関
す
る
立
法

案
と
対
比
し
つ
つ
、
ベ
ン
サ
ム
が
自
ら
の
裁
判
所
構
想
を
示
し
、
裁
判
所
制
度
の
合
理
化
・
簡
素
化
の
必
要
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
挿
話
の
意
図
は
、
長
引
く
不

毛
な
訴
訟
に
社
会
的
に
重
要
な
人
物
が
引
き
ず
り
回
さ
れ
る
こ
と
の
無
益
さ
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
の
意
図
と
は
外
れ
た
引
用
の
し
か
た
に
も
、
ア
メ
リ
カ
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に
お
け
る
裁
判
に
か
け
る
情
熱
の
強
さ
が
伺
え
る
。

118
）

23
W

R
IG
H
T
&
G
R
A
H
A
M
,
su
pra n

o
te
33,

5422
a
t
674.

119
）

刑
事
裁
判
の
文
脈
で
、
真
実
発
見
の
強
調
に
関
す
る
日
米
の
考
え
方
の
違
い
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ホ
フ
マ
ン
／
長
沼
範
良
「『
真
実
』
と
日
本

の
刑
事
訴
訟
」
ジ
ュ
リ
一
一
四
八
号
一
七
八
頁
（
一
九
九
九
）
参
照
。
英
米
の
伝
統
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
は
真
実
発
見
の
場
か
ら
被
告
人
（
弁
護
士
）
に
よ
る
訴
追
側

の
チ
ェ
ッ
ク
の
場
へ
と
変
容
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。S

ee
,
J
O
H
N
 H
.
L
A
N
G
B
E
IN
,
T
H
E
 O

R
IG
IN
S
 
O
F
 A

D
V
E
R
S
A
R
Y
 C

R
IM
IN
A
L
 T

R
IA
L ,
310

(2003).

120
）

な
お
、
集
中
審
理
方
式
を
と
る
ア
メ
リ
カ
で
は
プ
レ
ト
ラ
イ
ア
ル
段
階
で
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
終
え
る
と
、
ト
ラ
イ
ア
ル
で
新
た
な
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
は
不

意
打
ち
と
な
り
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
浅
香
・
前
掲
注
（
23
）
七
四
頁
参
照
。
従
っ
て
「
本
件
基
本
事
件
は
そ
の
手
続
が
未
だ
開
示
（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
）
の
段

階
に
あ
り
、
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
当
該
取
材
源
に
係
る
証
言
を
得
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
っ
た
事
情
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
証

言
拒
絶
が
認
め
ら
れ
る
と
、
基
本
事
件
で
証
言
を
求
め
た
当
事
者
に
は
二
度
と
証
言
を
得
る
機
会
が
戻
っ
て
こ
な
い
。
本
稿
で
は
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
め
る
。

121
）

判
例
時
報
に
お
け
る
平
成
一
八
年
決
定
の
匿
名
解
説
に
そ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
判
時
一
九
五
四
号
三
五
頁
。

122
）

坂
田
・
前
掲
注
（
１
）
一
七
頁

123
）

長
谷
部
・
前
掲
注
（
９
）
五
頁
も
参
照
。

124
）

In
 
re S

ch
u
m
a
n
,
552

A
.
2d

602,
605

(N
.J.
1989).

ミ
ラ
ー
事
件
の
Ｄ
Ｃ
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
判
所
で
同
意
意
見
を
著
し
たT

a
tel

裁
判
官
に
よ
る
争
点
の
提

示
に
も
、
同
様
に
裁
判
所
と
報
道
機
関
を
真
実
解
明
の
観
点
か
ら
並
列
に
論
ず
る
態
度
が
う
か
が
え
る
。

「
本
件
の
問
題
は
、
真
実
解
明
に
資
す
る
二
つ
の
機
関
、
大
陪
審
と
報
道
機
関
と
の
衝
突
で
あ
る
。
一
方
の
大
陪
審
は
、
英
米
の
歴
史
の
奥
深
く
に
根
ざ
す
機
関
で
あ

り
、
第
五
修
正
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
所
の
権
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
召
喚
状
に
よ
り
証
拠
を
収
集
す
る
広
範
な
権
限
を
有
し
て
い
る
。
大
陪
審

は
、
徹
底
的
か
つ
効
果
的
な
捜
査
が
で
き
な
け
れ
ば
、
訴
追
す
べ
き
犯
罪
を
探
知
し
、
ま
た
訴
追
に
値
し
な
い
告
発
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
で
報

道
機
関
は
、
第
一
修
正
の
保
護
の
下
に
あ
り
、
政
府
に
関
わ
る
事
柄
に
対
す
る
世
論
の
注
意
を
喚
起
し
、
公
務
員
や
政
府
関
係
者
の
腐
敗
を
暴
露
し
、
公
の
事
件
や
事
柄

に
つ
い
て
市
民
に
情
報
を
提
供
す
る
、
重
要
な
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。」In

 
re
 
Ju
d
ith
 
M
iller,

397
F
. 3d
 
a
t
986

(T
a
tel,

J.,
co
n
cu
rrin

g
)

(q
u
o
ta
tio
n o

m
itted

).

125
）

S
ee
,
Ja
n
e E

.
K
irtley

,
W
ill th

e D
em
ise of th

e R
eporter’s P

rivilege M
ean

 
th
e E

n
d
 
of In

vestigative R
eportin

g,
an
d
 
S
h
ou
ld
 
Ju
d
ges C

are
 

If it D
oes?

,
32
O
H
IO
 N
.U
.L
.
R
E
V
.
519,

526
(2006).

126
）

8
W

IG
M
O
R
E ,
su
pra n

o
te
66,

2192,
a
t
73.

127
）

D
IE
N
E
S
 
E
T
 
A
L .,
su
pra n

o
te
82,

18.
02［

5］［
c ］,

a
t
1121.

128
）

656
F
. 2d

705,
714-15

(D
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1981).
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2005).
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一
井
泰
淳
・
下
久
保
翼
「
取
材
源
の
秘
匿
を
認
め
た
最
高
裁
決
定
｜
｜
取
材
・
報
道
の
自
由
を
守
っ
た
判
断
の
意
義
」
新
聞
研
究
六
六
五
号
三
〇
頁
（
二
〇
〇
六
）

三
四
頁
。
一
井
・
下
久
保
両
弁
護
士
は
、
平
成
一
八
年
決
定
の
事
件
で
、
証
言
を
拒
絶
し
た
熊
田
記
者
の
代
理
人
を
務
め
た
。
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〔
付
記
〕

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
〇
日
、
神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
市
場
化
社
会
の
法
動

態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
」（
Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｍ
Ｓ
）
の
主
催
で
行
わ
れ
た
応
用
研
究
分
野
研
究
会
「
公
共
空
間
研
究
会
第
七
回
例
会
」
に
て
私
の
行
っ

た
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
の

松
生
史
教
授
と
興
津
征
雄
准
教
授
を
は
じ
め
、
私
の
報
告
に
忌
憚
の
な
い
意
見
を
下

さ
っ
た
参
加
者
の
方
々
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
中
で
も
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
公
法
・
メ
デ
ィ
ア
法
の
視
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
下

さ
っ
た
宍
戸
常
寿
准
教
授
、
手
続
法
の
視
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
池
田
公
博
准
教
授
に
は
、
と
り
わ
け
多
く
の
こ
と
を
ご
教
示
い
た

だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
の
内
容
、
と
り
わ
け
無
理
解
や
誤
解
の
責
は
、
す
べ
て
筆
者
に
帰
せ
ら

れ
る
。

な
お
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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